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は じ め に 

 
 
　朝日町は、過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号。）第２条の規定に基づき、平

成 22 年４月に過疎地域に指定されたことを受けて、財政上の特別措置である過疎対策事業債を活

用するため、法第６条の規定に基づき「朝日町過疎地域自立促進計画」を定めました。 
　平成 24 年度には、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 39 号）

が施行され、同法の失効期限が令和２年度まで延長されたことに伴い、当町では、人口減少・少子

高齢化に歯止めを掛け、「夢と希望が持てるまちづくり」を進めるため、「第２次朝日町過疎地域

自立促進計画」を定めました。 
令和３年度には令和 12 年度までを期限とする過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

（令和３年法律第 19 号。）が制定されたことにより、持続可能な地域社会の構築とその実現に向

けて、「第３次朝日町過疎地域持続的発展計画」を引き続き策定し、令和８年度からは新たに令和

12 年度までの５年間を期間とした「第４次朝日町過疎地域持続的発展計画」（以下「過疎計画」と

いう。）を策定し、過疎対策の充実と持続可能な地域社会の形成を図ろうとするものです。 
　また、本計画は、富山県過疎地域持続的発展方針に基づくと同時に、令和８年度からスタートす

る「第６次朝日町総合計画」（以下「総合計画」という。）における計画内容との整合性を図った

うえで策定するものであり、過疎地域の総合的かつ計画的な対策を定めることにより、住民福祉の

向上、雇用の拡大、地域間格差の是正など、それぞれの地域特性を活かした多様な国土形成に寄与

するものです。 
　なお、本計画に掲載した事業については、当町が抱える諸課題を克服するために必要と想定され

る内容を記述しているものであり、実施にあたっては、将来の財政負担を考慮しつつ、健全な財政

運営に努めることを基本とし、計画期間における事業の実施が確定したものではないことを申し添

えます。 
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第１．基本的な事項 

 
 
（１）朝日町の概況 

 
（ア）自然的、歴史的、社会的、経済的諸条件の概要 

　朝日町は富山県の東端に位置し、東は新潟県糸魚川市、西は入善町、南は黒部市及び長野県白

馬村と接しており、三大都市圏からほぼ 300ｋｍと同程度の距離を有し、富山市からは約 40ｋｍ

の圏内にあります。 

　町域の北は日本海に面し、東・南部には白馬岳（2,932ｍ）、朝日岳（2,418ｍ）を主峰とする

北アルプス連峰がそびえ、小川・笹川・境川などの河川が貫流し、日本海に注いでいます。平坦

部に比べ山岳部が圧倒的に多く、また、全面積の約 60％が中部山岳国立公園と朝日県立自然公園

に指定されており、これらの山岳地帯及び河川はいずれも観光資源・水資源として重要な役割を

果たしています。 
　気象条件としては、年間平均気温は平野部で約 15℃、年間降水量を見ると、山岳地帯では 
4,000～4,500ｍｍ、平坦部で 2,500～3,000ｍｍとなっています。また、積雪量は、特異な年を除

いては平野部において１ｍ以上積もることは少なくなっています。 

　このように、海・山・川に恵まれ、海抜０ｍから 3,000ｍまでの高低差を有する当町は、四季

の自然に恵まれた風光明媚な町です。 
　朝日町の歴史は旧石器時代に始まり、日本最大級の縄文時代中期の竪穴住居跡が発見された不

動堂遺跡からは、当時、既に集会や共同作業など進んだ社会・文化をもった人々が生活していた

ことがうかがえます。さらに、約 1,500 年前の宮崎浜山玉つくり遺跡からは、ヒスイを原石とし

た勾玉・菅玉などが出土しており、すぐれた玉造り技術を持った集団があったことをうかがわせ

ています。 
　平安時代の地方豪族宮崎太郎は、宮崎城にたてこもり、平家追討の軍を進めました。戦国時代

になると越中・越後の国境の地として数度に及ぶ戦場となった宮崎城は、国境を守る根城とされ

ていました。これに伴って土着した人たちが集落を形成したのが、泊町のおこりです。 
　江戸時代は加賀藩の統治下にあり、親不知を控えた越中の東縁という地理的条件から境に関所

が設けられ、街道筋の泊は交通の要衝となり、国境の商業地としてこの地方の中心を成していき

ました。 
　明治時代に入ると新しいものが続々と取り入れられ、明治５年には県内初の郵便局が設置され

ました。明治 22 年に町村制が実施され、野中村・山崎村・大家庄村・南保村・五箇庄村・泊町・

宮崎村・境村の１町７か村が生まれ、昭和 29 年には、町村合併促進法に基づいて山崎村・大家庄

村・南保村・五箇庄村・泊町・宮崎村・境村の１町６か村が合併して朝日町が誕生し、後に野中

村の一部が編入しました。その間、鉄道や国道の開通、紡績産業の立地など近代的な町への営み

が着々と進められてきました。 
　昭和 30 年代後半から始まった高度経済成長と昭和 48 年のオイルショック、昭和 50 年代後半

から始まったバブル経済と、平成２年のバブル崩壊といっためまぐるしい経済変動、豪雪や集中

豪雨といった自然災害を受けながらも、「都市計画道路」、「国道８号」、「北陸自動車道」、

「下水道」といった社会基盤の整備、「小・中学校の統合」、「ふるさと美術館や文化体育セン
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ターの建設」、「（財）文化体育振興公社の設立」といった教育文化面の充実、「あさひ総合病

院」、「保健センター」、「特別養護老人ホーム」、「老人保健施設」、「在宅介護支援センタ

ー」などの医療・健康福祉施設の整備、「児童館」、「保育所」、「子育て支援センター」など

の子育て支援策の充実、さらには「ほ場整備」、「漁港整備」、「企業誘致」、「ショッピング

センターの建設」といった産業面の振興などが進められてきました。さらに近年では、「らくち

～の」、「オートキャンプ場」、「パークゴルフ場」、「さゝ郷ほたる交流館」など、平成 30 年

には「ヒスイテラス」を観光交流の拠点施設として整備を行うとともに、泊市街地の中心部に「ま

ちなか体育館」を同年に整備し、「新図書館」、「五差路周辺複合施設」などと併せて、泊市街

部の賑わいづくりに向けたまちづくりも進めています。令和５年度には、「ふるさと美術館」を

移転オープンし、加えて、昭和 54年に当町で誕生した「ビーチボール競技」の全国大会を開催す

るなど交流人口の増大に努めています。 
　また、平成 17 年に町内会をはじめ公民館や社会福祉協議会、防犯、スポーツなどの各種団体等

により、町内全地区で「自治振興会」が設立され、地域住民の参加と協力により、町内会や各種

団体によるスポーツ大会、文化祭、敬老会などの開催や地域に根付いた芸能文化の継承、災害時

の初動活動や自主防災・防犯意識の啓発など地域住民に身近な活動が行われています。 
　道路網は、町域を横断する国道８号を骨格とし、近隣地域へ連絡する主要地方道や地域内の県

道・町道などで形成されており、改良舗装や除排雪体制の整備により安全で快適な生活環境づく

りに努めています。 
　なお、町道の整備状況は、令和７年４月１日現在、総延長 209.0ｋｍのうち、改良率は 63.9％

（幅員 4.5ｍ以上の町道）、舗装率 97.7％ですが、十分な幅員が確保されていない道路や歩道未

整備区間があるなど、より町民の利便性の向上を配慮するとともに、泊駅の南北を結ぶ都市計画

道路南北連絡線（自由通路）の整備や町の顔としてふさわしい町民が気軽に利用できる駅前交通

広場の整備など、都市機能の向上と生活環境の改善を目指した計画的な道路整備が必要となって

います。 
　鉄道については、平成 27 年３月 14 日に北陸新幹線が開業したところであり、更なる観光交流

の拡大、交流人口の増大などが期待されています。また、同日、ＪＲ西日本から経営分離され、

第３セクターとして「あいの風とやま鉄道」も開業しました。人口減少や車社会の進展に伴い、

並行在来線の利用者数の減少が懸念されていますが、当町には泊駅及び越中宮崎駅が設置されて

おり、地域住民の通勤・通学、日常的な交通手段として貴重な役割を担っていることから、鉄道

並びに両駅の利用促進に努めています。 
　また、主に町内での交通手段を確保するために運行している公共バス（あさひまちバス）は、

地域住民の足として、通勤・通学や通院・買物等を支えていますが、高齢者による免許返納等に

より交通弱者が増加するなか、ニーズに応じたより利便性の高い公共交通サービスの確保が求め

られています。令和２年からは、住民の自家用車移動を活用し、同じ方向へ出かけたい移動ニー

ズとのマッチングを図る共助型マイカー乗り合い公共交通サービス「ノッカルあさひまち」をス

タートし、持続可能な地域交通の確立を目指しています。 
さらに町民の生活の質の維持・向上を目的に、マイナンバーカードを活用した共助・共創型サ

ービス「ＬｏＣｏＰｉあさひまち」を令和５年度からスタートさせ、子どもや高齢者の見守りの

ほか、災害時の避難所受付のデジタル化や、地域通貨「あさひまちコイン」などに取り組んでお

り、デジタル技術を活用した町民サービスの向上や地域経済の活性化に努めています。 
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（イ）過疎の状況 

　町の人口推移（表１－１(１)）については、昭和 35 年に 21,343 人でしたが、令和２年には

11,081 人に減少し、その減少率は 48.1％となっており、年代によって減少幅の大小はあるもの

の徐々に減少しています。また、14歳以下の年少者比率、65 歳以上の高齢者比率は昭和 35年に

はそれぞれ 30.1％、7.6％であったものが、令和２年には 8.1％、44.6％と少子高齢化の影響が顕

著であり、今後もこの傾向は続くものと予想されます。 
　過疎化が進んだ要因としては、①高度成長期の産業構造、就業構造の変化により、若い世代が

都市部へ流出したこと。②若い世代の流出に伴い、出生数が減少したことから、他自治体に比べ

早い時期から自然動態が減少に転じたこと。③企業などの立地が少なく、十分な就業の場を確保

できなかったこと。④車社会の進展に対応できず、町内の購買力が流出し、商店街の衰退を招い

たことなどが考えられます。 
　近年では、交流人口の拡大などを目指し、さまざまな観光資源を活かした交流拠点施設整備や

交流事業、農林水産物の特産化などに取り組んでいますが、観光・交流事業のビジネス化や特産

品による大幅な生産の拡大には至っていないのが現状です。また、工場などをはじめとする大規

模な雇用を確保できる企業立地にも過大な期待はできないことから、第一次産業と観光を結び付

けたビジネスモデルの構築等による雇用の確保や、子育て支援や児童福祉・教育環境の充実を図

り、安心して子供を生み育てられる環境づくりにより、若者の移住・定住を促進していくととも

に、高齢者の生きがいづくり、日常生活手段の確保、医療・保健・福祉・介護の連携などにより、

老後も安心して暮らせるまちづくりが必要です。 
　当町では、令和８年度から「第６次朝日町総合計画」がスタートします。この計画は、これま

で述べた当町の現状、当町の特性や課題、これまでの指標の検証を行い、町の将来像、施策体系・

内容を具体化するものであり、当町の将来あるべき姿と進むべき方向の基本指針となる重要な計

画です。 
　また、令和８年３月に策定した「第３期朝日町総合戦略」は「第６次朝日町総合計画」の重点

プロジェクトとして位置付け、町に根付いた地方創生の意識をより浸透させていくとともに、分

野においてデジタル技術を活用しながら、新たな課題への対応やこれまでの取組効果を向上させ、

将来にわたって活力が持続的に発展していく町を目指し、施策を推進しています。 
　これらの両計画についても、この過疎計画との整合性を図りつつ、当町の未来にとって夢と希

望が持てる、そして実効性・持続性のあるものとするため、着実な進展を図ってまいります。 
 
 

（２）人口及び産業の推移と動向 

 
（ア）人口 

　当町の人口は、昭和 29 年の１町６カ村による合併翌年の昭和 30 年に 24,256 人でしたが、昭

和 35 年の国勢調査では 21,343 人、12.0％（2,913 人）の減となり大きく減少しました。その後

も、北陸自動車道や小川ダム、北陸新幹線の建設工事などの公共事業により、昭和 55 年～昭和

60年の僅かな人口増加や減少率の抑制など、年代によって差はあるものの減少傾向が続いていま

す。近年では、若い世代の流出による出生数の減少が続き、令和２年には 11,081 人となっていま
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す。また、国立社会保障・人口問題研究所から令和５年 12 月に公表された将来推計人口では、令

和７年が 9,851 人（令和２年比 11.1％減）、令和 12 年が 8,763 人（同 20.9％減）とされ、少子

高齢化の影響から減少幅は増加の一途をたどると推計されており、若い世代の定着・転入の増加、

出生率の下げ止まりにつながる総合的な生活環境の整備が急務となっています。 
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表１－１(１)　人口の推移（国勢調査） 

 
 

表１－１(２)　人口の見通し 

※朝日町人口ビジョン
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資料：表１－１(１)より（単位：人） 
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資料：表１－１(１)より（単位：人） 
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（イ）産業 

　産業別人口の推移（表１－１(３)）では、昭和 35 年では第一次産業 51.7％、第二次産業 20.6％、

第三次産業 27.7％と５割が第一次産業に就業していますが、高度経済成長とともに第二次、第三

次産業の就業人口が増加しています。しかし、第二次産業は昭和 60 年の 44.8％をピークに減少

し始め、令和２年では第三次産業が59.1％と半数以上を占めているとともに、第一次産業は5.7％

まで減少しています。 

　当町における産業の中心は、消費者ニーズの高度化・多様化などを背景とした経済のソフト

化・サービス化の進展により、第一次産業から第三次産業へと移行し、全体の過半数を占めてい

ます。一方、第一次産業就業者は農林水産業者の高齢化と後継者不足に伴い年々減少しています。 
 
 
表１－１(３)　産業別人口の動向(国勢調査） 
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資料：表１－１(３)より（単位：人） 
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資料：表１－１(３)より（単位：人） 
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（３）行財政の状況 

 
（ア）行政運営 

　当町では、これまでに事務事業の見直しや委託化の推進、民間活力の活用などの行政改革を実

施し、デジタル推進や効率的な行政運営に取り組むとともに、行政組織の再編や職員定数の適正

化にも務めてきました。 
　今後も、社会情勢や経済状況の変化や多様化・高度化する住民の満足度や価値観に対し、これ

まで以上にきめ細やかな対応が求められていることに加え、人口減少や少子・高齢社会、人件費

の増や物価高騰の影響により、厳しい財政状況が続くことが見込まれます。また、自己決定・自

己責任のもと、個性豊かな魅力あるまちづくりを推進していくことが求められています。 
　こうした状況の中、質の高い行政サービスを将来にわたって提供するために、職員の資質や能

力の向上を図り、環境の変化に適切に対応した行政運営を推進するとともに、デジタルを最大限

に活用し、より一層の事務事業の合理化など継続的な行政改革と組織の強化を図り、限られた行

政資源を効果的に運用し、迅速かつ柔軟で、透明性が高い経営視点に立ち、持続可能な行政運営

を推進していく必要があります。 
 

（イ）財政運営 

　今日の地方財政は、人口減少、少子高齢化による人口構造の変化に伴う社会保障関連経費の増

や、大規模・複雑化する災害の多発や感染症拡大等により社会構造の大きな変革など、新たな課

題への対応が急務となっていますが、物価高騰や人件費、金利の上昇などに対応して必要な財源

が確保されなければ、行政サービスを維持することが困難になり、地域経済の好循環に影響をも

たらすことが懸念されます。 
　また、米国の関税措置が我が国の経済・財政に与える影響や長引く物価高騰など先行きの不透

明感が否めない状況が続いております。 
　このような状況においても、自主性、主体性を最大限発揮し、地域の実情に応じたきめ細かな

政策を進めることが求められており、歳入の大幅な増を見込むことが難しいことに加え、人件費

の増や物価高騰の影響、公共施設やインフラの老朽化による更新、維持に要する経費の増加など

の課題を抱える中、国等の動向や社会環境の変化などを的確に捉え、既存事業の必要性や費用対

効果など十分検証のうえ、最も効果的な事業を選択し、より一層の財源確保に努めるとともに、

限られた財源を有効かつ効果的に配分するなど、財政の健全化を図っていく必要があります。 
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表１－２（１）財政状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１－２（２）　主要公共施設等の整備状況 
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（４）地域の持続的発展の基本方針 
　 

当町は、昭和 48年に「朝日町総合計画」を策定して以来、その時代ごとの潮流や志向を捉えた

まちづくりの指針である総合計画を策定し、福祉や教育の充実をはじめ、都市基盤や生活環境の

整備など諸施策を積極的に推進してきており、平成 28年度からは、令和７年度までの 10 年間を

計画期間とした「第５次朝日町総合計画」に基づき、「夢と希望が持てるまちづくり」を将来像

とし、次の７つの基本目標（①子育て・教育、②健康・福祉、③産業振興、④観光･交流、⑤定住、

⑥安全・安心、⑦生活基盤）をもって、まちづくり施策を積極的に進めてまいりました。第５次

朝日町総合計画の策定から 10年が経過し、人口減少・少子高齢化のさらなる進行、人々のライフ

スタイルの多様化やデジタル技術の急速な進展、地震・台風・豪雨等の自然災害の相次ぐ発生に

よる危機管理意識の高揚など、朝日町を取り巻く環境は大きく変化していることから、社会や環

境の変化に対応しつつ、町民との協働のもと、朝日町の持つ地域資源を十分に活用し、魅力を創

出することにより、将来にわたって持続可能なまちであり続けるため、令和８年度から令和 17 年

度までの 10 年間を計画期間とする「第６次朝日町総合計画」をスタートさせ、「夢と希望があふ

れるまち」を将来像とし、合言葉「こんにちは、たのしい未来！」のもと、次の８つの基本目標

（①子育て・教育、②健康・福祉、③産業・観光、④定住、⑤安全・安心、⑥環境、⑦生活基盤、

⑧行財政改革）をもって、各施策を積極的に展開してまいります。 

　また、国において、平成 26 年 11 月 21 日に地方創生関連２法案（「まち・ひと・しごと創生

法」及び「地方再生法の一部を改正する法律」）が成立し、同年 12 月 27 日に「まち・ひと・し

ごと創生『長期ビジョン』及び『総合戦略』」が閣議決定され、総合戦略が策定されました。そ

の流れを受け、当町では、「朝日町人口ビジョン」を踏まえつつ、地域特性や強みを活かしなが

ら、人口減少対策に重点を置いた「ひとづくり」、「しごとづくり」そして「地域づくり」を推

進する計画として、平成 27 年度から令和元年度までの５年間を計画期間とする「朝日町総合戦

略」を平成 27 年 10 月に策定し、また令和２年度から令和７年度までの６年間を計画期間とする

「第２期朝日町総合戦略」を令和２年３月に策定しました。令和５年度には、国において、第２

期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を抜本的に改訂し、全国どこでも誰もが便利で快適に暮

らせる社会を目指す「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、デジタルを活用しつつ、地域

の特性を生かしながら、地方の社会課題解決や魅力向上の取組を加速化・深化することとした「デ

ジタル田園都市国家構想総合戦略」が閣議決定され、新たな総合戦略が策定されました。また令

和７年度には、「地方創生２．０基本構想」が閣議決定され、新たなその流れを受け、当町にお

いても、「第３期朝日町総合戦略」を令和８年３月に策定しました。 

　過疎地域の持続的発展にあたっては、今後も人口減少が継続的に続くことが予想されることか

ら、人口減少対策として「人口減少の緩和」に引き続き取り組むとともに、人口が減少しても安

心して暮らし続けることができるよう「人口減少社会への適応」に注力し、持続可能な町を目指

す必要があります。 

　これらのことから、町民アンケートの調査結果や、これまでの施策の成果を検証するとともに、

「第６次朝日町総合計画」及び「第３期朝日町総合戦略」との整合性を図りながら、次の基本方

針を設定し、町民の理解と協力のもと、その着実な推進を図ります。 
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① 魅力あふれるまちづくり 

　 朝日町の豊かな自然や観光資源などの地域資源を最大限に活かし、稼ぐ力を高めるとともに

いきいきと働くことのできる就業の場を創出するとともに、さらなる観光資源の魅力向上を図

り、広域からの集客が可能なイベントを最大限活用し、多くの人々が滞在・体験・交流する機会

を創出することにより、関係人口・交流人口の増加を図り、町の経済活性化に努めます。 
 

② いきいきと暮らせるまちづくり 

　 町民が生涯にわたって、心豊かに地域とつながりつつ幸せを感じながら暮らしていけるまち

づくりを進めるとともに、町民・地域による支えあいの環境づくりにより、誰もが安心して暮

らせる地域共生社会の実現を目指し、誰もが生涯を通じ自分の能力や関心に応じて、スポー

ツ・運動を親しむことができる環境づくりに努めます。 
 

③ 子育てしやすいまちづくり 

子育て世代のニーズに応じた幅広いサービスを提供し、子育て世帯が安心して子どもを産み

育てることができる地域社会を目指すとともに、「こどもまんなか社会」の実現を目指し、家

庭・地域・企業・行政が一体となって子ども・子育てを支え合う環境づくりを進めます。 
 

④ 住みやすいまちづくり 

　　 町の魅力を町内外に効果的に発信するとともに、様々な移住・定住対策の推進を図り、若者や

子育て世帯が移り住みたくなる地域づくりを進めます。 

また、安全・安心で、利便性の高い快適な生活環境を充実するため、消防・救急・防災力の強

化、道路・交通網の整備等の取組を進め、町民にとってより一層暮らしやすく持続性の高いまち

づくりに努めます。 

 

過疎計画・総合計画・総合戦略　イメージ図 
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（５）地域の持続的発展のための基本目標 

　　基本方針の実現には、直面する人口減少、少子高齢化への対応と併せて、多様化・高度化する

住民ニーズに柔軟かつ的確に対応していくことが必要です。持続可能な地域社会の形成のために

も、限られた地域資源を効率的に活用しつつ、将来を見据えた健全かつ安定した行財政運営を図

ることが重要であり、持続的発展のための基本目標を次のとおり設定します。 

 

（６）計画の達成状況の評価に関する事項 

　　過疎計画による持続可能な地域社会の形成を目指すためには、総合計画との整合性は必須であ

り、様々な施策・事業を適切に推進し、政策の達成度を高めていくには、客観的指標に基づく継

続的な進捗と管理が必要です。 
　　成果の達成状況については、ＰＤＣＡサイクルによる「Ｃ（チェック）」体制として、産官学

金労言の関係者及び住民等の代表からなる検証委員会を組織し、成果の評価・検証を毎年度行う

ことで、計画全体としてのフォローアップを進めるとともに、必要な見直しを行っていきます。 
 

（７）計画期間 

　計画期間は、令和８年４月１日から令和 13 年３月 31 日までの５箇年間とします。 
 

（８）公共施設等総合管理計画との整合 

　公共施設等の整備や維持・管理などについては、「朝日町公共施設等総合管理計画」に基づ

き、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 

 
 
 
 

 成　果　指　標 単位 基準値（R6） 目標値（R12）

 出　生　率 ‰ 3.9 4.0

 税　収　納　率 ％ 86.2 93.3

 経　常　収　支　比　率 ％ 93.8 90.0
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　朝日町過疎地域持続的発展計画の体系 
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第２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　移住・定住 

　大都市の一極集中が進み、当町においても過疎化・高齢化が進んでおり、今後その傾向がさら

に加速されることが懸念されています。一方で、都市部に住む人の中には、地方で暮らしたいと

希望する人も増えており、団塊の世代から子育て層までの各世代において、従来の働き方や生き

方を見直し、心豊かな「地方での暮らし」がライフスタイルの一つとして捉えられるようになっ

ています。しかしながら、「地方に住みたいと思っても、地域の風土や人となじめるのか、生活

できるのかなどの不安要素が原因で、なかなか移住を決断できない。」という声があるのも現実

です。 
　また、町内に多くの空き家・空き地が存在する中で、そうした物件を求める方も増えています。

しかし、所有者の都合で借りることができなかったり、修繕が必要だったりと、利活用できる空

き家・空き地が市場に流通していない、知られていないことが現状であり、こうした状況を改善

し、移住者受入れのチャンスを逃さないための取組みが必要となっています。さらに空き家・空

き地を住まいとして提供する取組みだけに留まらず、サテライトオフィス誘致など新たな利活用

策にも取り組む必要があります。 
　　このような状況を踏まえ、都市部から地方へ、そして他自治体から当町への流れを作り出し、

地域の活性化を図るためには、豊かな自然に囲まれた居住環境、手厚い子育て支援、雇用の受け

皿など、当町での魅力ある暮らし方、働き方の提案を、移住検討者に向けて効果的にアピールし

ながら、受け入れ体制の整備・充実に取り組む必要があります。 

 

イ　住宅等 

　町民の住宅に関する意識は、核家族化の進行などにより住宅、宅地に対するニーズも高度化・

多様化しています。 
　当町では、これまで町営住宅の建設を行うとともに、若者を対象とした宅地分譲事業に取り組

み、平成 15年度に「よこお団地」の分譲販売を開始して以来、「沼保さみさと分譲地」、「幸町

分譲地」、「中道下分譲地」の造成を行い住宅・宅地の供給を行ってきました。令和７年度末現

在、分譲中の宅地は５区画となっており、今後も引き続き販売促進に向けたＰＲや取組みが必要

です。 
　一方、向陽町及び旭ヶ丘町営住宅は、建設後相当の年月を経過していることから、現在、安全

で快適な住環境の確保と長寿命化を図る改修整備に取り組んでいます。 
　また、定住対策の観点から、民間活力による賃貸住宅の建設補助や住宅取得促進補助、賃貸住

宅家賃補助制度のほか、快適住まいリフォーム助成制度を設けるなど、定住に対するサポートを

推進してきたところであります。その積極的な活用とともに、恵まれた自然環境と地域的特性を

生かした良好な居住環境を形成するため、泊駅南の土地区画整理事業を推進するとともに、都市

公園の整備に取り組んでいます。 
　居住環境についても、地球温暖化対策や災害対策などのあり方が見つめ直されており、省エネ

対策やバリアフリー対策、耐震化対策など、「住まいの充実」が求められています。 
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　また、空き家・空き地が多く見られるようになり、その対策を講じていく必要があります。 
　近年は、町内の空き家における購入や賃貸に関する問合せが増加しており、希望者が必要とす

る情報をきめ細かく取得するとともに、紹介できる物件情報や地域の生活情報を一元的に提供で

きる体制づくりの充実が必要です。 
　また、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加や転居・転出を要因とした特定空き家等の増

加が見受けられ、その適正な管理が求められています。 

 

ウ　交流 

　情報・通信手段や交通手段の発達に伴い、人・物・情報の流れが、国内・世界へと拡大してい

ます。 
　当町においては、国内交流では、友好親善都市である釜石市との交流事業やビーチボール競技

誕生の町として「全国ビーチボール競技大会」や「翡翠カップビーチボール全国大会」など全国

大会の開催、国際交流では、海外研修や外国語指導助手招致事業などを通じ、それぞれの交流の

輪を広げてきました。 
　北陸新幹線が開業し、首都圏・長野方面との移動時間の短縮が図られました。令和６年３月に

は敦賀まで延伸されたところであり、更なる利便性の向上による国内交流が期待されます。 
　　また、団塊の世代が大量に退職し、この年代層が交流人口の増大や観光振興を図るうえでの軸

となり、大きな潮流となることが期待され、様々な分野で交流人口マーケットをしっかりと捉え

ることが、町の発展の大きな契機にもなります。地域に根差した文化、風習、そして地域の「人

となり」を体感できる移住交流体験施設の整備など、如何に交流促進や定住に繋がる積極的な取

組みを行えるかが課題です。 

 

エ　人材育成、地域の担い手の確保 

　　地域の若年層人口の減少や高齢化の進行などにより、地域の担い手不足が顕著になるととも

に、活動の中心となるリーダーの育成・確保が難しくなっています。それにより、集落の機能の

維持や地域の活性化の推進などに支障を来たしており、地域づくりを進めていくためには、地域

のために取り組む人材を確保する体制や環境等を整備していくことが必要となっています。 

 

 

（２）その対策 

 
ア　移住・定住 

①　移住・定住、空き家・空き地情報に対する総合的な窓口・システムを構築し、希望者に対す

る対応が迅速に行える体制の整備に努めます。 
②　空き家・空き地情報が単なる「物件情報」ではなく、移住・定住に資する「生活情報」（行

事・町内会情報・就業・イベント情報）としての提供を行います。 
③　都市部において、当町の情報発信を行うとともに、自然豊かな地方での生活を希望する方々

を対象とした移住・定住セミナー等を開催し、都市部から地方への移住・定住を促進します。 
④　移住・定住を検討している方に向けて、お試しで移住体験ができる施設を提供し、当町の豊

かな自然や風土、歴史、文化などを体感してもらい、移住・定住促進に繋げる取組みを進めま
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す。 
⑤　空き家所有者に対し家屋を貸し出す際に必要となるリフォーム等への助成を行い、空き家、

特定空き家の解消、移住・定住に繋げる住まいの提供促進に努めます。 
⑥　定住を促進して人口減少に歯止めをかけるとともに町の活性化を図るために、住宅取得促進

補助事業等の啓発・促進・拡充に努めます。 
⑦　空き家・空き地の利活用の促進のため、町ホームページでの「空き家・空き地情報バンク」

の充実を図るとともに、不動産関係団体（全日本不動産協会富山県本部、宅地建物取引業協会

新川支部）と連携し、空き家・空き地の売り手・貸し手と買い手・借り手の両者にとって安心

で確実な情報提供を目指します。 
⑧　サテライトオフィス進出を希望する都市部等の企業に対し、進出に必要となる経費等への助

成を行い、地域の活性化促進に努めます。 

 

イ　住宅等 

①　既存町営住宅の維持・修繕により、引き続き快適な住環境の確保と長寿命化に努めます。 

②　住宅取得促進補助や賃貸住宅家賃補助、民間賃貸住宅建設補助制度など、定住のサポートに

努めます。 

③　泊駅南土地区画整理事業を推進し、住宅地化、都市公園整備などの土地利用を図ります。 
④　省エネやバリアフリー、耐震化対策などといった既存住宅のリフォームに対する支援により、

快適で安全・安心な住環境の促進を図ります。 
⑤　空き家等の適正な管理とともに、老朽危険家屋等については、家屋の除却・改善を促してい

きます。中でも道路や隣家に倒壊する恐れがあるなど著しく危険な状態の特定空家等について

は、必要な措置を講じた上で、場合によっては町が代執行により除却を行います。 
 

ウ　交流 

①　当町で誕生したビーチボール競技の普及・啓発に努め、スポーツを通じた交流を促進します。 
②　農山漁村の良さを生かした体験型のグリーン・ツーリズム等の推進による交流を促進します。 
③　農林漁家等において行われる“ふるさと生活体験”などに取り組む修学旅行や課外授業によ

り、地域の自然や産業、文化といった資源を活かし、我が朝日町の効果的な発信と新たな交流

人口の拡大を目指します。 
④　都市部において、当町の情報発信を行うことで、当町の風土や人情を知ってもらう機会を増

やすとともに、来町・交流機会の増大に努めます。 
⑤　町内の空き家を活用し、町での生活を「お試し」で体験できる移住交流体験施設を整備し、

交流基盤の強化を図るとともに、その施設を活用した企画・イベント等を通じて、地域間交流

の拡大、ひいては移住・定住の促進に繋げてまいります。 
⑥　東京朝日会、関西朝日会等の町出身者や、ビーチボール大会参加者、町の農産加工品購入者

など当町に縁のある方との交流の推進に努め、これらを起点とした交流の輪（ネットワーク）

の拡大に努めます。 
⑦　世界に開かれた地域社会づくりに資するため、文化・スポーツ団体等による民間交流活動な

ど町民レベルでの国際交流を促進します。また、町内に居住する外国人との交流を推進します。 
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エ　人材育成、地域の担い手の確保 

①　地域おこし協力隊などの制度により、外部人材の活用を図ります。 

②　地域内外の企業や人材などのネットワークづくりを進め、新たな出会いや交流により、地域

づくりに関わる人材の裾野を拡大していきます。 

 

 

（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 

【 特に推進すべき施策 】 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 １  移住・定

住・地域間交流 
の促進、人材育

成

移住・定住促進事

業

移住・定住の促進 町

 社会資本整備総

合交付金事業

町営住宅の長寿命化、利便性の向上等 町

 防災・安全交付金 木造住宅耐震改修等支援事業 町

 地域間交流 移住交流体験施設整備事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業

住宅取得促進補助事業 町

 賃貸住宅家賃補助事業 町

 民間賃貸住宅建設補助事業 町

 快適住まいリフォーム助成事業 町

 空き家・空き地対策事業 町

 移住交流体験施設管理運営事業 町

 交流事業 町

 地域おこし協力隊事業 町

 その他 移住・定住促進事業 町

 ● 移住・定住の促進 
● 空き家・空き地対策の強化 
● 交流人口・関係人口の拡大 
● 人材育成、地域の担い手の確保 
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第３．産業の振興 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　農業 

　当町の農業は水稲を主体として、水田利活用推進助成事業による大豆・球根・施設園芸が営ま

れています。農業経営体は、212 戸（令和２年、農林業センサス）であり、米価の低迷や就業者

の高齢化と後継者不足に伴い、農業従事者の減少に加えて、農家そのものが急激に減少していま

す。一方で、農業の経営形態については、95％が法人化していない家族経営ですが、農事組合法

人や法人等も増えています。また、一戸当たりの経営規模としては２ha 以下の農家が多く、自己

完結型経営志向が高く、コスト高な生産体質にあります。高齢化に伴い、農作業の受委託、農地

の流動化諸施策の実施により、集落営農への取組みや農業経営に意欲ある中核農家を中心とした

担い手への農地の集積が進んでいます。 
　農業生産の中心である米作については、平成 30 年産米から行政による生産数量目標の配分廃

止など米施策の見直しが行われ、また、産地間競争の激化は避けられない状況となっており、消

費者ニーズに対応した良質米の供給基地としての地位を堅持、向上させることで、経営環境を安

定化させる必要があります。 
　ほ場整備については、現在、水田の効率的な利用を図るため、客土や暗渠排水などの農地汎用

化対策、農業経営体系に見合った用排水路などを整備する土地改良総合整備や大区画ほ場整備事

業などの事業を促進しています。今後とも、中核農家などの育成と経営安定を図るため、担い手

対策をはじめとする各種施策と連動して生産性の高い低コスト農業のためのデジタル技術の活

用等による低コスト化・省力化技術の普及を行うためにも基盤整備づくりを促進する必要があり

ます。 
　また、当町の良質な農産物や魅力ある特産品を全国へＰＲし、認知度やイメージの向上を図る

取組みが重要であり、効果的な情報発信を強化していく必要があります。 
　中山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度、農業生産活動を通じた耕作放棄地の防止や

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮等、今後も農村地域の活性化を図る必要があります。 
 
イ　林業 

　森林は、木材の生産はもとより、山地の保全や水源のかん養に加え、保健休養等多面的機能を

有しており、これらを通じて町民生活に密接な関わりを持っています。さらに近年では、森林の

二酸化炭素吸収源としての機能が地球温暖化防止に寄与することから、その役割が大きく注目さ

れています。 
　当町の森林面積は、令和５年度で 19,914ha と町総面積の 87.5％を占め、このうち 12,525ha は

中部山岳地帯の国有林で、民有林は森林面積の 36.9％にあたる 7,357ha となっています。しか

し、建築木材の需要はほとんどが外国産材により賄われてきましたが、米国における住宅需要の

急増等により外国産材が輸入できない、いわゆる「ウッドショック」により、国産材の需要が急

増していることから、更なる良質な国産材の生産が必要であり、市場に流通させるためにも、路

網整備や木材の循環利用が重要であります。 
　林業経営については、林業以外で生計を立てている林家が多く、専業林家は見られなくなり、
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森林作業のほとんどを森林組合に依頼しており、林業就業者の確保・育成が課題となっています。 
 
ウ　水産業 

　当町の漁業は、海底が起伏に富み、対馬暖流と日本海固有冷水の存在により、水産資源が豊富

で好漁場が形成されています。古くから定置網漁業・ワカメの採取などの沿岸漁業、並びにカニ

カゴ漁などの沖合漁業が中心となっていました。しかし、近年においては、気候変動による頻繁

な時化や海水温上昇等による資源の減少、漁獲量の低迷、輸入水産物の増大、漁価の低迷、就業

者の高齢化等による後継者不足など、漁業を取り巻く環境は厳しさを増しています。 
平成 15年に町内４漁協のうち３漁協が合併し、現在は２漁業協同組合が存在しています。 

　地域漁業の拠点である宮崎漁港については、日本海の冬期波浪や寄り回り波の影響を受けやす

いことから、これまで、改修事業が実施されており、安全で快適な漁港環境の整備が進められて

きました。今後は、過去に整備された施設の老朽化対策が課題のひとつであり、機能保全計画の

見直しを行うなど既存施設の安全性を確保するための適正な管理と補修整備が重要となってい

ます。 
 

エ　商工業 

　当町の商業は、相次ぐ他市町での大型店の進出や消費行動範囲の拡大、インターネットやカタ

ログでの通信販売の普及など購入手段の多様化により購買力が町外へ流出しているのが現状で

す。１商店あたりの年間販売額が、卸売業・小売業ともに県平均を大きく下回り、零細な商店が

大半を占めています。また、高齢化が進む当町において、後継者不足から廃業する商店が増え、

深刻な問題となっており、歩いて買い物に行ける店舗の支援についての検討が急務となっていま

す。また、活力あるまちづくり、賑わいの拠点づくりに対する取り組みが急がれるなか、共同店

舗と既存商店街などの連携を図っていく一方、商店街基盤施設の構造的な改善、存続していくた

めの経営の改善・支援などの対策を講じ、消費者ニーズに適応した商業基盤の整備を進める必要

があります。 
　小規模企業が大半を占める当町の工業も、景気低迷の煽りを受け、国際競争の激化、急激な構

造変化への対応など厳しい経営状況にあり、工業の経営安定化に向けた町小口融資などの支援策

に努めています。 
　企業誘致については、地震等の災害や新たな感染症の拡大により、都市部での集中的な操業か

ら、地方へのリスク分散へ向かう企業が増えるものと予想されることから、当町の豊富な地下水、

交通の利便性等をＰＲするなど、魅力ある雇用の場の創出のためにも企業誘致を進めていく必要

があります。 
　企業の倒産やリストラ等による失業者の増大、雇用形態の多様化、勤労者意識の変化など、勤

労者を取り巻く環境も大きく変容しています。労働者が町外へ流出しており、町内での雇用機会

の確保に積極的に取り組むとともに高齢社会の到来による中高年層の雇用にも取り組むことが

重要です。 
 
オ　観光 

　当町の観光については、ヒスイ海岸や舟川桜並木等の２大観光拠点のほか、「海抜０ｍから

3,000ｍまで」の豊かな自然資源や歴史、文化財に恵まれ、県内や近県からの来訪者のみならず、
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北陸新幹線の効果による首都圏からの観光客や、急増している訪日外国人（インバウンド）の来

訪も増加しています。 
今後は、これらの観光資源を他の分野と連携し、観光客のニーズを的確に捉え、既存の観光施

設の有効利用と施設間の連携、また商店街との連携を図る必要があります。 
　また、新川地域の特性を活かした観光発信として、「富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏

協議会」、長野県、新潟県の３市１町２村が連携した「北アルプス日本海広域観光連携会議」な

ど他市町との連携による広域観光商品の確立や通年型観光の拠点整備による滞在の促進、地域性

豊かな特産品の開発に努めるなど、町の特徴を活かした魅力ある観光地づくりを推進していく必

要があります。 
　さらには、接客サービスの向上や観光案内の充実など「おもてなしの心」による受入体制の整

備にも積極的に取り組み、地域のイメージアップを図り、町の活性化に不可欠な交流人口の増大

に努めます。 
 
カ　公園 

　公園は、子どもの遊び場や健康づくりの場、自然とのふれあいの場としての利用にとどまらず、

日常的な地域の憩いの場や交流の場、防災機能を担う復旧・復興の拠点となるなど、重要な役割

を果たします。今後は、長期的展望に立って多様化する住民ニーズに対応した公園整備や公園施

設の老朽化対策が必要です。 
 

 
（２）その対策 

 
ア　農業 

①　水稲作と転作を適切に組み合わせた望ましい営農体制を構築するとともに担い手を育成し、

生産性の高い水田農業を推進します。併せて、経営基盤の安定・強化を図るため、農業法人化

を支援します。 
②　農家研修や就農安定化支援を行い、新規就農者の育成体制として整備した朝日町新規就農者

等研修宿泊施設を活用し、農業後継者の育成確保を図っていきます。 
③　水稲作を主体とした単作経営から高収益作物を組み合わせた複合経営により農業経営の安

定化を図るため、６次産業化や農商工連携事業を活用して地域特産物の開発・振興を促進しま

す。 
④　特産品・地場産品などの継続的な生産活動、需要や顧客ニーズ等の把握分析、ブランド価値

を踏まえた販売戦略を支援するとともに、全国へのＰＲ活動を積極的に推進し、当町の認知度

やイメージの向上を図り、販路拡大、地元産業の振興、地域の活性化、雇用の増大にも結びつ

いていくよう努めます。 
⑤　家畜排泄物、籾殻等を原料とした堆肥化施設の整備を支援し、循環型・環境保全型農業を踏

まえた元気な土づくりと高品質な農産物の生産拡大を推進します。 
⑥　遊休農地の実態を把握し、農地としての利用が見込める農地については農地中間管理事業を

活用するなど農業的利用を確保し、認定農業者などへの集積及び集約化を図り遊休農地の解消

に努めるとともに、地域と関係機関が一体となった遊休農地の解消及び発生防止対策を推進し
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ます。 
⑦　米を中心に野菜、果物等の消費拡大及び地産地消を推進します。 
⑧　効率的な農業経営や農作業の協業化などによる農作業体系の変化に対応できるよう、農業用

用排水路や水利施設の整備に努めます。 
⑨　ほ場を再編成し、大区画ほ場の導入と農道、水路の整備を推進し、デジタル技術を活用した

生産性の向上並びに省力化に努めます。 
⑩　中山間地域等直接払制度、多面的機能支払交付金により集落協定・活動組織による地域の共

同活動を支援し、農業生産活動を通じた耕作放棄地の防止や農業・農村の有する多面的機能の

確保など、農村の活性化を図ります。 
⑪　再生可能エネルギーである農業用水を利用した小水力発電事業を推進し、農業用施設の維持

管理費の負担軽減や農業経営の安定を目指します。 
 
イ　林業 

①　林業の生産性向上や経営の近代化を図るとともに、森林が持つ多様な機能が発揮できるよう

総合的な林業基盤の整備を促進します。 
②　林業の振興と山村地域の生活改善や森林資源の多面的利用を図るため、山のみち地域づくり

交付金事業における林道宮崎・蛭谷線及び羽入・明日線の整備を促進し、広域林道網を整備し

ます。 
③　公共事業への地域産材の積極的な活用を進めるとともに、民間事業者の地域産材の活用を促

進するための支援を行い、林業振興を促進します。 
 
ウ　水産業 

①　水産基盤整備事業により、県営宮崎漁港の耐震化や長寿命化など、安全で快適な漁港環境の 
整備を支援します。 

②　適正な維持・管理により漁港施設の安全性を確保するには、施設の現状を把握し点検整備す

ることが施設の延命化に繋がります。そのため、漁港施設の予防的・計画的な修繕を促し、漁

港の安全性・信頼性を確保する対策に努めます。 
③　藻場回復をはじめとした漁場環境整備とともに、資源管理の高度化を図ります。 
④　漁業への継続的な就労と漁獲向上に対する支援を行い、水産業振興を促進します。 

 
エ　商工業 

①  交通手段を持たない町民等への買い物支援として、地場産品や地元商店の商品を取り揃えた 
店舗の支援を展開し、消費者ニーズに適応した商業基盤の整備に努めます。 

②　まちの顔でもある泊市街部（中心市街地）の活性化に向け、五差路周辺複合施設を核としな

がら、積極的な利活用に努めます。 
③　商店主や商工会、地元生産者などと連携し、増える空き店舗の有効活用、業種の変更や起業

支援など新たな振興策づくりの調査・研究活動に取り組み、魅力ある商店街の形成に努めます。 
④　商店街の賑わい・個性づくりを促進するため、各種イベントを開催し、イベントを有効に活

用できるように支援します。 
⑤　共同店舗と一体となっている、文化・コミュニティ施設である「あさひコミュニティホール
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アゼリア」の整備及び利活用を図ります。 
⑥　優良企業の誘致として、関係機関等とのネットワークなどを効果的に活用し、幅広い情報収

集と当町のＰＲを積極的に行うなど、誘致活動に努めるとともに、既存企業の育成・支援にも

努めます。 
⑦　工業立地の諸条件を満たす工業用地の確保に努めます。 

 
オ　観光 

①　ヒスイ海岸周辺の観光の充実を図るため、商店街、宿泊施設、キャンプ場、パークゴルフ場

などと連携し、同地で開催されるイベントを支援するなど、通年型観光の拠点整備に努めます。 
②　舟川桜並木を含む「あさひ舟川・春の四重奏」の景観の保持に努めつつ、歴史・文化・自然・

健康に資する魅力的な整備を図ります。 
③　利用者の満足度を高め、魅力ある観光施設となるよう交流拠点施設の整備などへの支援を強

化します。 
④　町内に点在している観光施設をそれぞれの商品として連携させ、その施設で携わる人と人と

が連携し、お互いの相乗効果が得られるようネットワークの強化を図ります。 
⑤　効果的な観光案内板等の整備を図り、接客サービスの向上に努めます。 
⑥　従来の観光地めぐりのほか、農業体験や企業見学等、他の産業との連携による新たな観光商

品の開発に取り組みます。 
⑦　「富山湾・黒部峡谷・越中にいかわ観光圏協議会」、「北アルプス日本海広域観光連携会議」

への参加により、広域的な観光ルートの設定や多様化する観光ニーズに対応するため、広域観

光ルート利用への施策に積極的に取り組みます。また、北陸新幹線の開業に対応し、当町と黒

部宇奈月温泉駅を結ぶ公共交通（公共バス）の利便性を図り、観光客の誘客に努めます。 
⑧　朝日町をＰＲするため、様々な媒体を活用した情報受発信体制を強化し、交流人口の拡大を

図ります。 
 
カ　公園 

①　歴史的資源や海・山・川などの優れた自然環境を活用し、憩い、健康づくり、交流促進、防

災など多様化する住民ニーズに対応した公園緑地の整備に努めます。 
②　身近な自然を生かした地域の憩いの場や交流の場として、公園や緑地広場などの適正な維

持・管理に努めます。 
③　公園施設の老朽化対策や維持管理の充実に取組み、良好な景観維持に努めます。 
④　災害時の避難場所として活用できるように公園緑地の防災機能の向上に努めます。 

 
 
（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考
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 ２ 産業の振興 基盤整備 
（農業）

担い手育成事業 町

 農村振興整備事業 民間

 農業農村整備事業 県

 バイオマス利活用推進事業 民間

 小水力発電事業 民間

 （林業） 林道整備事業 町

 山のみち地域づくり交付金事業 県

 （水産業） 水産基盤整備事業 県

 地場産業の振興 地場産業振興施設整備事業 町

 企業誘致 企業立地奨励事業 町

 商業 商業施設等基盤整備事業 町

 観光又はレクリ

エーション

ヒスイ海岸周辺整備事業 町

 舟川桜並木周辺活性化事業 町

 自然公園等整備事業 町

 観光施設等整備事業 町

 公園施設等整備事業 町

 情報受発信強化事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業

担い手育成事業 町

 ６次産業化・農商工連携推進事業 
（ソフト）

民間

 経営体育成支援事業 町

 地域振興作物栽培事業 町

 耕作放棄地対策事業 町

 地産地消推進事業 町

 農林水産物・特産品等発信事業 町

 林業振興事業 町

 水産業振興事業 町

 企業立地奨励事業 町

 商業活性化事業 町

 観光活性化事業 町

 中山間地域等直接支払制度（交付金） 町

 多面的機能支払制度（交付金） 町

 その他 ６次産業化・農商工連携推進事業 
（ハード）

町・民間

 都市公園等整備事業 町
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【 特に推進すべき施策 】 

 

 

 

（４）産業振興促進事項 

 

ア　産業振興促進区域及び振興すべき業種　　 

持続する地域経済の活性化のためには、産業振興を柱とした企業誘致をはじめとして、既存企

業・事業所における経営体質の強化、雇用機会の創出や人材育成が求められており、事業用資産

に対する減価償却の特例や固定資産税の課税免除等により、経営基盤の安定と強化に向けた支援

を図ります。 
 

イ　当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記、（２）その対策及び（３）計画のとおり 
加えて、新川地域における近隣市町との一体的かつ広域的な産業の振興により、持続する地域

経済の活性化と発展を目指します。 

 

 

（５）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。

 ● 企業の誘致 
● 観光の充実 
● 商工業の活性化 
● 地場産業の振興 
● 農林水産業の振興

 産業振興促進区域 業種 計画期間 備考

 

朝日町全域

製造業、農林水産物等販売業、旅館業、

情報サービス業等 
令和８年４月１日～ 

令和 13 年３月 31日
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第４．地域における情報化 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　情報化 
　当町では、広報あさひ、ホームページ、ケーブルテレビなど、様々な媒体を活用して行政情報

の提供・公開を積極的に行っています。今後さらに、町民、事業者、行政が協働と連携によるま

ちづくりを推進していくためには、時代に即応した情報化を進め、より積極的な情報提供・共有

の推進、「知りたい情報」及び「伝えたい情報」が適時的確に入手できる体制を強化していくこ

とが重要となっています。 
　スマートフォンやタブレット端末、ワイヤレス通信等の普及にみられるように、あらゆる分野

において情報通信技術（ＩＣＴ）の活用が急速に進んでおり、より高速かつ大容量の通信網の整

備が求められております。また、行政においても、電子申請や電子調達など増大する情報システ

ムへのニーズの対応や住民サービスの一層の効率化を図るため、クラウド技術の活用などによる

運用機器の集約・統合化、業務改善などを図り、最適化を実現するとともに、行政運営に積極的

にＩＣＴを活用することが求められています。また、住民が不安なくＩＣＴを利用できるよう、

情報活用能力や情報モラルの向上、デジタルデバイドの解消を進めていくことが重要となります。 
さらには、安全な暮らしを補完するためには、有事の情報を的確に伝達する必要があります。 
地震・台風などの災害等に適切に対応するため、災害情報の収集・発信体制の強化が求められ

ています。 
 
（２）その対策 

 
ア　情報化 

①　当町の情報発信機能を総合的に高め、町の魅力を強力にアピールするとともに、「知りたい

情報」、「伝えたい情報」の適時かつきめ細かい発信に努めます。 
②　町民が等しく高画質かつ高性能な放送サービス、高速大容量通信の恩恵を受けることができ

るよう、光ケーブル網の整備など、次世代にも対応した通信基盤の確保に努めます。 
③　町民が気軽にインターネットを中心とした情報通信機器を利用する機会を創出するため、情

報交流スペースの確保に努めます。また、Ｗｉ－Ｆｉ等を活用し、町民や来町者が気軽に利用

できるインターネット環境の整備に努めます。 
④　携帯電話やスマートフォン、タブレット端末等を活用した行政サービスの提供に努めます。 
⑤　インターネット上での議会中継の公開や議会中継システムのデジタル化など、町政に関する

情報発信機能の強化に努めます。 
⑥　行政手続における電子化の推進、個人番号カードの活用、セキュリティの強化に努めます。 
⑦　各種関連業務におけるＯＡ化の推進、人工知能（ＡＩ）やロボティックプロセスオートメー

ション（ＲＰＡ）等を活用した業務効率化、セキュリティ対策の強化に努めます。 
⑧　避難場所等における通信網の整備・活用など、災害情報の収集・発信体制を強化します。 

　⑨　デジタル技術を活用した、持続可能なまちづくりや行政サービスの推進に努めます。 
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（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
 
【 特に推進すべき施策 】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ３地域におけ

る情報化

電気通信施設等

情報化のための

施設

情報交流施設整備事業 町

 情報発信機能強化事業 町

 情報通信施設整備事業 町・組合

 過疎地域持続的

発展特別事業

情報通信技術活用事業 町・民間

 ● 情報通信環境の整備 
● 情報通信技術の活用 
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第５．交通施設の整備、交通手段の確保 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　道路 

　当町の道路交通は、北陸自動車道、国道８号を骨格とし、近隣地域へ連絡する主要地方道や地

域内道路である県道、町道などで形成され、「人と暮らしを支え、地域の最も基礎的な社会基盤」

として町民生活の活性化に大きく寄与しているところです。 
　県道や町道について、改良率は高い水準となっているものの、未だ十分な幅員が確保されてい

ない道路や歩道が未整備の道路が残っており、引き続き幹線道路の整備とアクセスを確保するた

めの機能的で安全な道路整備を進めていくことが必要となっています。 
また、今後の人口減少や車を運転できない方が増える高齢社会を見据え、中心市街地を主とし

て歩いて暮らせるまちづくりを念頭に歩道の整備やバリアフリー化など、人にやさしく、安全で

快適な道路づくりが求められています。 
雪対策については、過去の豪雪被害を契機に、これまで機械除雪や無雪害街づくり事業などに

よる消雪工や流雪溝などの施設整備を図ってきたところです。しかしながら、今後も雪対策施設

の整備が求められており、路面凍結対策、交差点の除排雪の強化、歩道除雪の推進などきめ細か

な対応への要望が高まることが予測されます。また、地域ぐるみによる除排雪をさらに推進し、

行政と地域が総合的に雪対策に取り組むことが求められています。 
　更には、過去に整備された橋梁など、道路施設の老朽化対策も重要な課題のひとつであり、延

命化計画を基に、既存施設の安全性を守るための適正な管理と補修が求められています。 
 

イ　交通 
当町は、車社会の進展はもとより、北陸自動車道朝日インターチェンジを有するなど、自家用

車に依存した地域交通体系が進んでいます。他方、自動車を運転されない方々にとって必要不可

欠な交通手段である鉄道・バス・タクシーは、その利用者の大幅な減少により経営環境が著しく

厳しくなっています。利用者の減少は民間路線バスを撤退させましたが、現在は、公共バスが鉄

道・タクシーとともに公共交通機関としての役割を担っています。今後は、運行していなかった

地域や利用人数の少ない地区に対して、その実態に合った路線の見直しやリクエスト運行による

きめ細かな対応など、さらなる運行サービスの充実を図る必要があります。 
　　また、生活圏の拡大と高速交通時代に対応する北陸新幹線が平成 27年３月に開業しましたが、

その一方、並行在来線は、日々の通勤・通学・買い物といった地域住民の日常生活を支える移動

手段であるとともに、広域的・幹線的なネットワークを支える重要な役割を担っています。今後、

当町と黒部宇奈月温泉駅を結ぶ公共交通の充実や第三セクター化された並行在来線の安定的な

経営と利用者の利便性の向上に向け、積極的に取り組んでいく必要があります。 
　　さらに、住民の日常生活に欠かせないあいの風とやま鉄道泊駅の交通結節機能の強化を行うと

ともにパークアンドライドの普及を図り、鉄道利用を促進する必要があります。 
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（２）その対策 

 
ア　道路 

①　安全性の確保を第一に、地域の実情を十分に把握し、安全性や利便性を高めた質の高い道路

整備を推進します。 
②　市街地とのアクセス強化を図るため、都市計画道路並びに町道の改良舗装を推進します。 
③　市街地や通学路を中心に歩道や安全施設の整備を推進するとともに、歩道の段差解消など歩

行者にとって快適で安全な道路づくりに努めます。 
④　道路施設の安全性を確保するには、施設の現状を把握し点検整備することが、施設の延命化

に繋がります。このため、道路橋梁等の予防的な修繕及び計画的な改修に努め、これらに係る

費用の縮減を図りつつ、道路網の安全性・信頼性を確保する対策に努めます。 
⑤　広域的な道路ネットワークの主軸として、都市計画道路を含む県道の道路改良事業の促進を

図ります。道路の新設・改良にあたっては、雪に強い道路網の確立のために歩道・堆雪スペー

ス・消流雪施設の整備を推進し、快適な道路環境と道路機能の保持に努めます。 
⑥　除排雪作業体制の充実として、除雪機械の強化と更新、迅速・安全な作業体制の確保を図り

ます。 
⑦　人家連担した機械除雪が困難な道路における消雪施設整備や既存施設の更新を図ります。 
⑧　人家連担地区における宅地内雪処理などが効率的にできるよう、流雪溝整備を推進します。 
⑨　生活道路などの交通確保のため、地域ぐるみによる除排雪を指導・推進するとともに、小型

除雪機械の貸与を行います。 
 

イ　交通 
①　地域のニーズによる公共バス（あさひまちバス）の運行日時の改正や路線の見直し、便数の

最適化、快適な車両整備など利便性の向上に努めます。 
②　町民等に対する移動手段の確保や地域の実情に対応した持続可能で効率的な交通サービス

の導入検討など、生活交通の確保に努めます。 
③　県内や隣接県への主要な交通手段である「あいの風とやま鉄道」が、より地域に愛される鉄

道となるよう、利用促進や利便性の向上に努めます。さらに、駅舎そのものの賑わいを創出し、

地域の活性化につなげるため、併せて泊駅及び越中宮崎駅周辺の整備にも努めます。 
④　北陸新幹線の開業効果を最大限に発揮するため、当町と黒部宇奈月温泉駅を結ぶ交通手段の

確保・存続に努めます。 
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（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
 
 
【 特に推進すべき施策 】 

 

 

（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ４ 交通施設の

整備、交通手段

の確保

市町村道及び県

道 
（道路） 
（橋りょう） 
（その他）

都市計画道路事業 町

 町道整備事業 町

 交通安全施設整備事業 町

 都市計画道路事業 県

 県道整備事業 県

 除雪対策事業 町

 自動車等 
（自動車） 
（雪上車）

公共バス等整備事業 町

 除雪機械等整備事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業

都市計画道路事業 町

 生活道路整備事業 町

 公共交通支援事業 町

 並行在来線対策事業 町

 ● 町道等の整備 
● 生活交通手段の確保
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第６．生活環境の整備 

 
（１）現況と問題点 
 

ア　水道施設 

　安全安心な水の供給を維持していくためには、年間を通した飲料水としての安定供給と水質管

理が重要であり、各水道組合が所有する簡易水道施設の適正な保全や管理を促進していくために

も、更新費用や維持管理に対する支援を継続していくことが必要です。 
 
イ　下水道 

　下水道は、私たちの日常生活には不可欠な施設であり、トイレの水洗化、生活雑排水の排除と

いった生活環境の改善のみならず、河川など公共用水域の水質を保全するためにも重要な施設で

す。 
　当町における下水道整備は、平成８年度に「朝日処理区」として下水道事業の認可を受け、大

平、笹川の全地域と南保、山崎、大家庄の一部を除く地域の整備を行っており、下水道終末処理

場である朝日浄化センターにて汚水処理を行っています。 
　また、下水道施設の老朽化や耐水化の対策として、ストックマネジメント計画や耐水化計画に

基づき、施設の長寿命化や耐水化に向けた更新整備に取り組んでいきます。 
なお、下水道整備を行わない地域については、合併処理浄化槽（個人設置型）の設置費に対し、

補助制度による支援を行っていきます。 
 
ウ　生活環境 

生活水準の向上や産業活動の高度化に伴って、大量生産・大量消費型の社会の仕組みと、その

前提である資源やエネルギーの大量消費により、資源の枯渇や地球温暖化による気候変動などが、

地球規模の重要な課題となっています。 
この限りある資源、環境を次世代へ繋げるために、持続可能で環境にやさしいまちづくりの推

進のため、循環型社会の構築と地球温暖化対策の取組みが必要です。 
循環型社会への構築に向けて、町民・事業者・行政の協働によるごみの減量化、資源の有効利

用等の３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）、廃棄物の適正処理の取組みを進めると同時

に、廃棄物処理施設の機能向上による長寿命化や環境負荷への低減を図るなど、公害防止に努め

ます。 
　　新川広域圏事務組合が管理する東部斎場は、人生終焉の儀式を執り行う厳粛な施設であり、死

者を弔う地域住民にとって必要不可欠な施設です。 

稼働から 45 年経過した令和３年には火葬設備及び建築物の主要部分を更新し施設の延命化を

図り、適正な管理運営に努めているところです。更新箇所以外については、依然として老朽化に

よる故障や不具合が懸念されますが、引き続き施設の保全管理と設備等の計画的な補修を実施し、

安心で安全な管理運営の持続に努めます。 

 

エ　消防 

　火災などから町民の生命、身体及び財産を守り、安全な生活を確保していくうえで、消防行政
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は重要な施策の一つとなっています。全国における富山県の火災の発生状況は、幸いにも少数県

となっており、当町においても、消防機関や町民の努力により一定の成果を上げています。 
　しかしながら、近年の地域住民を取り巻く社会環境は大きく変化し、高齢化社会の進展や生活

様式の多様化・高度化と相まって火災をはじめとする各種災害が複雑多様化・大規模化する傾向

にあります。 
　これらの災害を未然に防止し、町民が安心して暮らせる地域社会を作るためには、消防機関の

充実はもとより、住民と企業及び消防機関が一体となった地域ぐるみの防災体制の確立、防火思

想の普及や広域消防体制の連携強化、に積極的に取り組むことが重要です。 
　さらに、自主防災組織の充実・強化、消防拠点施設の整備、消防団の活性化対策、消防車両及

び消防水利施設などの整備を図るとともに、予防査察等を強化し、火災など災害の未然防止や被

害の軽減に努める必要があります。 
 
オ　救急救命 

　当町では、昭和 45年に救急業務を開始以来、多くの人々の救助に携わり、安心して暮らせるま

ちづくりを目指しています。しかしながら、近年、交通事故の増加傾向、高齢化の進展、疾病構

造の変化などにより、救急出動件数は増加傾向にあり、今後ますますこの傾向は顕著になるもの

と思われます。 
　さらに、救急現場や搬送途上での適切な応急処置を施すなど、傷病者の救命率を高める目的か

ら平成３年に救急救命士法の制定など救急隊員の応急処置範囲の拡大がなされました。こうした

救急業務の高度化に適切に対処していくため、救急隊員の資質の向上と救急救命士の養成を行う

とともに、高規格救急車、救急資機材の整備、医療機関との連携の強化が一層必要となっていま

す。 
　また、救助活動については、近年、複雑多様化傾向にあり、特に北陸自動車道の交通量の増加

に伴う大規模な交通事故や、長大トンネル内での重大事故の発生も予想されるため、各種災害救

助に速やかに対応すべく、隊員の資質の向上と高度救助用資機材の整備・充実・強化を図る必要

があります。 
 
カ　防災 

　当町の地形は急峻であるうえ、地すべりや山崩れの起こりやすい地質であるため、過去におい

ても集中豪雨の際に土石流や急傾斜地の崩壊・崖崩れなどの災害が発生し、町民の生命と財産に

多大なる被害を与えてきました。 
これらの災害に対応するため、治山治水事業、護岸整備事業、防災行政無線施設の整備等が進

められてきました。 
　近年多発する局所的集中豪雨への対応や津波等の新たな被害想定への対応に加え、令和６年能

登半島地震での対応も踏まえ、防災拠点・避難施設の充実、防災訓練・教育の充実、防災情報の

発信体制強化など、総合的に防災対策を進めていく必要があります。 
　また、災害発生時における避難所等での感染防止対策を講じることも不可欠であります。 
　現在の自然災害に対する防災体制に加えて、テロや感染症への対応も含めた総合的な危機管理

体制を強化していく必要があります。 
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（２）その対策 

 

ア　水道施設 

　①　水の安定供給と水質確保のため、簡易水道施設の更新費用や維持管理に対する支援に努めま

す。 
 
イ　下水道 

①　朝日町下水道整備計画に基づき、認可区域内の整備に努めるとともに、ストックマネジメン 
ト計画及び耐水化計画などに基づき、施設の長寿命化や耐水化を図り、適正な維持管理に努め

ます。 
　②　下水道整備を行わない地域における合併処理浄化槽（個人設置型）の設置費に対する支援に

より、普及促進を図ります。 
 
ウ　生活環境 

①　大量生産・大量廃棄、過剰包装や使い捨て商品の購入を控えるなど、ライフスタイルの見直

しを啓発します。また、ごみの適正な分別・排出の指導徹底に努めるとともに、資源物の回収、

リサイクルを推進します。 
②　廃棄物処理施設の改修や建物施設の補修等、施設全体の適正な保全管理に努めます。 
③　火葬設備の改修や建物施設の補修等、施設全体の適正な保全管理に努めます。 
 

エ　消防 

①　消防団車庫等の防災拠点施設を整備し、消防団の装備の基準を踏まえた消防機能の充実・強

化に努めます。 
②　各種の火災に対処するため、消防車両の計画的な整備を図り、緊急援助隊装備を含めた大規

模火災事故に備えた資機材の増強に努めます。 
③　消防水利不足地域において、消防水利の基準で定める防火貯水槽を整備し、消防活動の万全

を図ります。 
 
オ　救急救命 

①　救急業務の需要増加や救急の高度化に適切に対応するため、高規格救急車や救急資機材の整

備に努めます。 
②  多種多様な災害に速やかに対応できるよう、高度な救助資機材の整備に努めます。 

 
カ　防災 

①  平常時における防災思想の普及、安否確認体制の構築など、住民や企業なども加わった地域 

ぐるみの防災体制の確立や自主防災組織の育成・支援に努めます。 

②  感染防止対策の徹底・強化に努めます。 

③　災害時に孤立するおそれがある集落における防災体制の強化・充実に努めます。 

④　山地・河川・海岸などの保全事業の促進を図るとともに、防災行政無線・防災資機材の充実

に努めます。 
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⑤　自然的、社会的要因で生じた施設等の機能低下の回復や災害の未然防止を図るための整備、

防災機能を維持するための長寿命化対策を推進します。 

⑥　崩壊や崖崩れなどの災害を防止するため、治山事業や地すべり・なだれ・急傾斜地崩壊防止

対策を推進します。 

⑦　保安林の拡大や施業を行い、森林の防災機能を強化します。 

 

 

（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
【 特に推進すべき施策 】 

 
 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ５ 生活環境の

整備

水道施設 
（簡易水道）

簡易水道事業 民間

 下水処理施設 
（公共下水道） 
（合併処理浄化槽）

下水道事業 町

 合併処理浄化槽設置事業（個人設置型） 民間

 廃棄物処理施設 
（ごみ処理施設）

廃棄物処理施設整備事業 組合

 火葬場 斎場施設整備事業 組合

 消防施設 消防団拠点施設整備事業 町

 消防自動車等整備事業 町

 消防水利施設整備事業 町

 その他 資源物回収施設整備事業 町

 消防団装備強化事業 町

 高規格救急車整備事業 組合

 救急資機材整備事業 組合

 防災対策事業 町

 治山治水事業 町

 ● 環境対策の充実・強化 
● 消防機能の充実・強化 
● 防災体制の強化
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第７．子育て環境の確保、高齢者等の保健・福祉の向上の増進 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　高齢者福祉 

　当町の高齢者数（65 歳以上人口）は、令和２年 10 月１日現在で 4,939 人に達し、高齢化率は

45.1％（富山県 32.7％、全国 28.7％）と極めて高い状況にあります。また、少子化や核家族化の

影響で高齢者のみ世帯や一人暮らし高齢者、寝たきりや認知症など援護を必要とする高齢者が増

加しています。 
　町では、これまで、高齢者施設サービスの提供基盤の整備を図ってきたほか、援護が必要な高

齢者の在宅での生活を支援するため、訪問介護・訪問看護事業をはじめ、自立生活支援や家族介

護支援など、在宅福祉の充実・拡大を図るとともに、高齢者の生きがいと健康づくりに努めてき

ました。 
　今後、高齢者が住み慣れた地域や家庭において、生きがいを高め、いつまでも健康で自立した

生活を続けられるよう、就労の場の確保や生涯学習、ボランティア活動の支援などを通じて、円

滑に社会参加できる施策の展開や要支援・要介護状態となることの予防を目的とした介護予防施

策を推進する必要があります。また、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を続けることができるよう、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいが一体的に提供される地

域包括ケアシステムを実現していきます。 
 
イ　障害者（児）福祉 

　障害のある人もない人も、互いに支えあい、地域でいきいきと明るく豊かに暮らしていける社

会を目指す「ノーマライゼーション」の理念に基づき、障害者の自立と社会参加の促進に向けて、

基盤を整備することが求められています。 
　令和７年４月１日現在、当町における障害者数は、身体障害が 682 人（人口の 6.7％）、知的

障害は 140 人（同 1.4％）、精神障害は 76 人（同 0.7％）となっています。町では、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付（障害福祉サービス、自

立支援医療、補装具費 他）や地域生活支援事業（相談支援、日中一時支援、日常生活用具の給付・

貸与 他）、児童福祉法に基づく障害児通所支援（放課後等デイサービス、児童発達支援 他）の

提供を行うほか、福祉金の支給、重度障害者に対する医療費の助成など、様々な障害者福祉の推

進に努めています。 
 
ウ　健康づくり 

　生活環境の改善や医学の進歩により、多くの人々が長生きできる時代となった反面、食生活や

運動習慣等を要因とする生活習慣病が増加してきました。 
　生活習慣病を予防するためには、病気の早期発見や治療に留まるのではなく、健康を増進し、

発病を予防することにより、健康で明るい活力に満ちた生活を目指す必要があります。 
　また、高齢社会を迎え、「寝たきり」「認知症」等の問題は避けて通れないものであり、「健

康寿命の延伸」が大きな課題となっています。高齢者が、健康でいきいきと暮らせる町を目指し、

要介護状態となることを予防するための介護予防活動をより充実させていく必要があります。 
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エ　予防衛生 

　結核予防については、感染症法に基づき結核検診や予防接種を実施しています。 
　感染予防については、医学・医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服

されてきましたが、近年は鳥インフルエンザや新型インフルエンザ、新型コロナウイルス等の新

たな感染症も出現しています。 
　このことから、感染症予防の知識の普及、平常からの予防対策の充実や非常時における防疫体

制の充実・強化を図る必要があります。 
 
オ　出会い・結婚支援 

　近年、「未婚化」や「晩婚化」さらには「非婚化」が進む要因として「出会いの場の減少」、

「女性の社会参加」、「価値観の多様化」などが考えられます。少なからず、未婚者の増加や晩

婚化、出生率の低下などによる若年人口の減少が、人口減少社会を助長し、将来への負担や不安

感を増大させていることは否めません。このことから、深刻さを増す少子化対策の１つとして、

婚活にかかる情報発信や経費の助成など、継続的な結婚支援が重要となってきています。 
 
カ　子ども・子育て支援 

　全国的に少子化が急速に進行しています。当町においても出生数の減少は著しく、平成元年度

の出生数が 128 人であったのに対し、令和２年度では 44 人と減少傾向が著しく、少子化対策が

喫緊かつ重要な課題となっています。 
　また、核家族化、女性の社会進出の拡大、地域の連帯感の希薄化などにより、子育てをめぐる

環境も大きく変化しています。 
　当町では、乳児保育、早朝・延長保育などの多様な保育ニーズに対応するため、平成 15 年にあ

さひ幼児教育センターひまわり幼児園（現ひまわり保育園）、平成 21 年にいちご保育園、平成

26 年度にさくら保育園を開設し、平成 26 年度から休日保育を実施しました。さらに、子育て中

の親子が気軽に集い、相談や交流、情報交換ができる拠点として子育て支援センターをひまわり

保育園といちご保育園に併設し、一時保育の実施など新たな活動を展開するとともに、平成 27 年

度からは「病児保育室スマイル」を開設し、病児・病後児保育にも取り組んでおります。また、

近年は、出生児童の減少により入所児童数が減少している一方で、低年齢児からの入所が増加傾

向にあることから、保育に係る職員の資質向上や職員配置の充実を図りながら、施設の老朽化に

伴う適正な維持管理も必要となってきています。保育環境のみならず、住宅での育児を支援する

ための「おうちで子育て応援事業」など、多岐にわたる子育て支援への対応が必要となってきま

す。 
　児童の健全育成対策としては、平成 17 年に児童館を整備、平成 23 年度からは自治振興会等が

地区の拠点施設を活用して自主的に取り組む子どもの居場所づくり事業を実施、平成 25 年度に

あさひ野っ子放課後児童クラブを開設し、健全な遊びの提供と放課後や夏休みなどの長期休暇に

おける子どもの居場所を確保してきています。今後とも児童委員をはじめ自治振興会、関係機

関・団体、ボランティアなどの連携のもと、児童の安全対策の強化を目指していく必要がありま

す。 
　子どもに対する医療費の助成については、昭和 48 年７月からの乳児（０歳児）を対象にした助

成制度に始まり、その後対象年齢の拡大や助成内容の拡充を重ね、平成 14 年度には未就学児ま
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で全額助成としております。また、平成 18 年度からは対象を小学生までに拡大し月額 1,000 円

を超える分の助成、平成 23 年からは対象を中学生までに拡大、平成 27 年からは小中学生も全額

助成となりました。さらに、子育ての各世代に切れ目なく一層の支援を図るため、平成 28 年度か

らは高校生世代まで全額助成しております。 
　ひとり親家庭については、抱える悩みや行政に対する要望など具体的なニーズの把握に努め、

医療費の助成や保育料の軽減、手当の支給など従来の福祉施策の充実を図るとともに、保護・指

導を行い、児童・父母ともに健康で文化的な生活の安定と向上の支援に努める必要があります。 
　母子保健は生涯の健康の基礎であり、また次世代を健やかに生み育てるため、極めて重要です。

丈夫な子どもを生み育てるための支援、障害のある子どもに対する支援、地域全体で子育てを支

援するための医療・保健・福祉・教育などの職域連携の強化を母子保健の主要課題として取り組

む必要があります。 
 
 
（２）その対策 

 
ア　高齢者福祉 

①　援護を必要とする高齢者が、安心して自立した生活を継続するため、各種在宅福祉サービス

の充実を図ります。 
②　在宅の要援護高齢者を介護している家族の身体的・精神的、経済的負担を軽減するため、必

要な支援措置を講じます。 
③ フレイル予防事業を通じて、高齢者の運動機能や認知機能の維持、向上に努めます。 
④　高齢者の生きがいを高めるとともに、幅広い社会的活動への参加を促します。 
⑤　長寿に敬意と感謝を表するため、引き続き米寿・満百歳の祝い事業を実施するほか、敬老会

開催に助成を行います。 
⑥　三世代交流スポーツ文化事業、高齢者スポーツ大会などを通じて、生涯学習やスポーツ・文

化活動など趣味を楽しむ機会の提供に努めます。 
⑦　要介護者が必要な介護サービスを利用できるよう、民間事業者の参入、人材確保も促しなが

らサービス提供体制の確保に努めます。 
⑧　高齢者等の憩いの場、通いの場、各種団体の活動の場及びコミュニティ活動や地域振興の場

として福祉活動の拠点づくりに努めます。 
 
イ　障害者（児）福祉 

①　相談体制の充実をはかり障害者のニーズ把握に努めるとともに、各種関係機関との連携を密

にしながら、一人ひとりのニーズに沿った障害福祉サービスの提供を行うことで、障害者の自

立を支援します。 
②　障害者やその家族の負担を軽減し、安心して在宅生活を過ごせるよう、日中一時支援事業や

日常生活用具の給付、住宅改善や家族介護用品購入の助成を行い、在宅生活を支援します。ま

た、障害者に対する差別や偏見をなくすため、障害についての正しい知識の普及・啓発活動の

充実に努めます。 
③　障害福祉サービスの安定した提供体制を整えるため、障害者施設の整備に必要な支援策を講
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じます。 
 
ウ　健康づくり 

①　健康寿命の阻害因子である生活習慣病等を予防するためには、健康管理としての健康診断の

受診が重要です。各種健康診査（特定健康診査、がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診等）

の受診率向上を図り、疾病予防や、生活習慣改善の推進を図ります。また、がん検診の受診率

は全体的にみて低い状況にあることから、受診しやすい環境づくりや情報提供に努めます。 
 
エ　予防衛生 

①　感染症発生予防のため、衛生思想の指導強化を図るとともに、疾病予防のための各種予防接

種の実施率の向上に努めます。また、新たな感染症発生時や災害時における非常時防疫体制の

充実・強化を図り、適切かつ迅速な対応に努めます。 
 
オ　出会い・結婚支援 

①　単に結婚支援策に取り組むだけでなく、広域でのイベントを開催するなど、出会いの場づく

りや縁づくりをすることにより、関係人口の増加、観光振興などといった町の活性化にも繋げ

ます。 
 
カ　子ども・子育て支援 

① 保育所の施設・設備の老朽化に伴う適正な施設の維持管理、保育所の環境整備の充実に努め 
ます。また、保育所への低年齢児からの入所増加や多様化する保育ニーズに対応するため、保

育士の資質向上や職員配置の充実、延長・休日保育、病児・病後児保育などに取り組みます。 
②　子育て支援センターにおける子育て世代の交流の場、一時預かり事業の充実を図り、地域の

子育て機能の向上、地域ぐるみの子育て支援体制の構築に努めます。 
③　親子が安心して外出できる場や児童がのびのびと遊べる場の確保に努めます。 
④　誕生祝金、高校生世代新生活エール事業や子ども医療費助成制度の充実、保育料の軽減等や

主食の無償提供、３歳児から５歳児に対する副食費無償化など、子育て世代の経済的負担の軽

減を図ります。 
⑤　身体又は精神に障害のある児童（20 歳未満）の保護者に、心身障害児童福祉金を支給し、そ

の児童の健全な育成を助長し、福祉の増進を図ります。また、特定の施設や学校への通園・通

学費についても増額により支給しています。 
⑥  児童の健全な育成を図るため、児童館の運営、放課後児童クラブ（学童保育）など児童の居 
場所づくり、家庭における育児支援、児童相談などの強化や児童クラブの活動支援などに努め

ます。 
  ⑦　ひとり親家庭が抱える悩みや問題を調査・把握し、医療費の助成、手当の支給などニーズに

即した福祉施策の充実に努めます。 
⑧　こども家庭センターにおいて妊産婦の方の、妊娠届出時における保健指導や妊婦および乳幼　

児の健康診査を実施し、疾病の早期発見・早期治療に努めるとともに、相談窓口のＰＲや妊婦

訪問及び乳児全戸訪問の実施により、育児不安の解消、産後うつの早期発見や虐待防止に努め

ます。また、子どもやその家庭が安心して生活できるよう家庭の事情や状況に応じて支援を行
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い一体的な総合支援機関として妊娠期から子育て期まで切れ目ない支援を実施していきます。 
⑨　特に子どもの頃から歯の健康管理に気を付けることが大切であることから、引き続き、生涯

を通じた歯の健康づくり対策「8020（ハチマル・ニイマル）運動」のひとつとして、妊婦歯科

健診、幼児歯科健診及びフッ化物塗布、幼児・学童を対象としたフッ化物洗口等のむし歯予防

に取り組みます。 
⑩　健診内容および健診後の支援体制を充実させ、身体・知的・発達障害の早期発見、早期療育

に努めます。また、障害児を育てる親が不安なく育児ができるよう、情報提供や相談しやすい

体制づくりなど、育児支援を充実します。 
⑪　子どもサポートネットワーク連絡会を中心に子育て支援システムの推進を図ります。また、

地域の身近な相談者としての役割が期待されている各地区の母子保健推進員による訪問活動

や子育て支援活動など、地域で安心して子育てができる支援体制の構築を推進します。 
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（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
 
 
 
【 特に推進すべき施策 】 

 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ６ 子育て環境

の確保及び高

齢 者 等 の 保

健・福祉の向上

の推進

高齢者福祉施設 
（その他）

福祉施設等整備事業 町・民間

 児童福祉施設 
（保育所） 
（児童館）

保育所環境整備事業 町

 児童館整備事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業

要援護高齢者対策事業 町

 敬老・生きがい対策事業 町

 障害者福祉事業 町

 健康づくり事業 町

 病児・病後児保育事業 町

 児童健全育成事業 町

 医療費助成事業 町

 子育て支援事業 町

 心身障害児童等福祉金 町

 その他 子育て環境整備事業 町

 ● 日本一の子育て支援体制の構築 
● 高齢者の日常生活支援



- 44 -

第８．医療の確保 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　地域医療 

　当町の救急医療体制については、町内の民間病院が第１次（在宅当番医制：休日昼間）、あさ

ひ総合病院が第２次（病院群輪番制：休日及び夜間）、黒部市民病院が第 2.5 次（地域救命セン

ター：24時間 365 日）、県立中央病院が第３次（救命救急センター：24時間 365 日）を担当して

おり、休日・夜間を問わず救急患者の受入れ態勢は確保されています。 
　なお、新川医療圏の第一次救急医療体制として黒部市民病院内に、新川医療圏小児急患センタ

ー及び下新川一次急患センターが整備されています。 
 
イ　公立病院 

　近年の社会構造の変化や少子・高齢化の進行など、より複雑多様化する町民の医療ニーズに対

し、あさひ総合病院はこれらに応えるとともに、公立病院の使命としての救急・保健・福祉・介

護との連携など包括的な地域医療を担うべく機能の確立が要望されています。 
　現在の病院は、平成 17 年に完成し、従来の診療科に胃腸科、循環器科を加え 14 診療科、その

後平成 23 年４月に形成外科、さらに令和７年１月には麻酔科を追加し、16 診療科での運営とな

りましたが、病院建設及び医療機器導入に伴う起債償還が、大きな額を占めており、厳しい経営

状況にあります。 
　このため、外部の学識経験者等で構成する病院経営改善検討委員会を設置し、経営資源である

医師・看護師など医療職の人材確保や、経営の健全化に向けた意見・提言を受け、経営改善に向

けた取り組みを進めています。 
　そのような中、2025 年の医療需要を見据え 2019 年４月から病棟を４病棟から２病棟に再編し、

許可病床数を 199 床から 109 床（一般 56 床、地域包括ケア 53 床）へ削減し、さらに、朝日町在

宅介護支援センターを病院内に移設し、新たな体制でスタートしました。 
　医療と介護の連携による「良質かつ効果的な医療の提供」を念頭に、かかりつけ医としての役

割から急性期・回復期・在宅医療・介護までを含めた「高齢者医療の先進モデル病院」を目指し

ます。 
 
 
（２）その対策 

 
ア　地域医療 

①　町民が緊急時に迅速かつ適切な医療サービスが受けられるよう、小児急患センター、休日在

宅当番医などによる休日医療体制を維持するとともに、あさひ総合病院の救急医療体制の充実

に努めます。 
 
イ　公立病院 

①　医師確保に向け、医師派遣元となる富山大学附属病院の各医局及び自治医科大学医師の派遣
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を所管する富山県厚生部へ引き続き派遣協力を要請していくことはもとより、2019 年４月より

富山大学附属病院との寄附講座の開設に伴い、病院内に新たに医師２名が常駐し、医療提供体

制の拡充に努めており、今後も医師の充足・定着を図るために必要な施策を講じます。 
②　看護師等医療従事者の確保に向け、住環境を含め、働きやすく魅力的に感じる職場環境づく

りに努め、町民のニーズに応える良質な医療の提供に努めます。 
③　地域住民がより利用しやすい病院とするため、施設設備の維持、改善に努めます。また、年

次計画により高度医療機器の更新、充実を図ります。 
 
 
（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
【 特に推進すべき施策 】 

 
 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 
 
 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ７ 医療の確保 診療施設 
（病院）

就業環境整備事業 町

 医療機器等整備事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業

医師・看護師・薬剤師修学資金貸与事業 町

 医療・福祉従事者住宅借上事業 町

 専門技能向上支援事業 町

 寄附講座開設事業 町

 ● 経営改善の推進 
● 医師・看護師等の確保
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第９．教育の振興 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　教育 

学校では、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな発達を促す教育の充実に努めていますが、

学校施設の整備・長寿命化、防犯設備の整備や地域と連携した登下校時の学校安全パトロールの

強化、また、ＩＣＴ環境の整備など、安全で良好な教育環境の充実を図るとともに、全ての子供

たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図り、主体的・対話的

で深い学びの実現に向けた取組の推進が求められています。また、保小中一貫教育の推進をはじ

め、地域学習等を通じたふるさと教育、地域と学校の協働活動の推進により「地域とともにある

学校づくり」を目指し、朝日町の特色ある教育を展開に努めます。さらに、教員の資質向上のた

めの研修等を充実させるとともに、教員の働き方改革を推進する必要があります。 
 

イ　生涯学習 

　少子・高齢化、ライフスタイルの多様化、情報化などの進展に伴い、町民の学習ニーズはいっ

そう多様化、高度化しています。 
　このような中、生きがいや健康の保持、生活の質的向上を目指す積極的な学習活動が展開され

ています。さらに多様な学習要望に応えるため、学習機会や情報の提供など生涯学習の振興と充

実を図る必要があります。 
　また、町民が自ら主役となって生涯学習を推進するためには、子どもから高齢者に至るまでそ

れぞれのライフステージにあったさまざまな学習活動が行えるような環境づくりが求められて

います。このことから生涯学習施設の今後のあり方を検討し、望まれる施設・環境の構築が必要

となっています。 
　少子化や核家族化、地域社会での連帯感の希薄化が進み、家庭での教育機能の低下が取り沙汰

されています。さらに、青少年に悪影響を与える情報の氾濫や非行の低年齢化など、青少年を取

り巻く環境には憂慮すべき状況が見られます。 
　このため、新しい時代の担い手である青少年が、心身ともに健やかに成長するよう、各種活動

への自主的・積極的な参加を促進するとともに、学校・家庭・地域が連携した地域ぐるみの活動

の推進など、社会環境づくりを進めることが必要となっています。 
 
ウ　スポーツ 

　スポーツ活動には健康保持や体力増進だけでなく、町民の地域連帯感を高める効果もあり、地

域の新たなコミュニティづくりへもつながっています。こうした中で、町民のスポーツに対する

関心も高まり、軽スポーツから競技スポーツまで幅広く親しまれていることから、スポーツ環境

や指導者に対するニーズも多様化しています。 
　町民の誰もが、それぞれの体力や年齢、興味・関心に応じて、いつでも、どこでも、いつまで

もスポーツに親しむため、子どもから高齢者までが気軽にスポーツに親しむことができる環境の

整備が求められています。 
　一方、少子化によるスポーツ少年団の存続や国が主導する部活動地域展開により実施する地域
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コミュニティクラブの運営や指導者の育成など、地域と一体となった環境・体制づくりが求めら

れています。 
　また、施設については文化体育センター「サンリーナ」を核とした社会体育施設の整備により、

地域における生涯スポーツの拠点として地域コミュニティ施設や学校体育施設が大いに利用さ

れています。今後も地域におけるスポーツ活動の拠点として「武道館」「屋内グラウンド」「ま

ちなか体育館」の質的な活用が求められています。 
　また、サンリーナ体育室館は長寿命化対策として適時必要な改修を実施していくこととします。　 

　 
 
（２）その対策 

 
ア　教育 

①　学校は、児童生徒の成長や発達に深く関わるものであり、現校舎などの施設の維持、補修を

行うとともに、豊かな人間性を育てる環境の整備を図ります。また、学校施設は、防災面での

避難施設であることから、施設の安全性の確保と、施設整備を計画的に進めます。 
② スクールバスの運行と通学路安全点検等により、登下校時の安全確保に努めます。 
③　一人一台端末を利用したオンライン授業やデジタル教科書、生成ＡＩの活用等、ＩＣＴを活

用した教育の充実　を図り、その推進を支援する人材を確保し、教育ネットワークの推進を図

ります。 
④　小・中学校教育の振興を図るため、指導者の研修や郷土の自然、社会、文化など地域に根ざ

した教育を勧める学習指導の研修強化に努めます。また、外部講師を活用するなど教員の多忙

化解消に取り組みます。 
⑤　保育所と小学校、小学校と中学校の連携を強化する中で、児童生徒の発達と学びの連続性を

踏まえた「朝日町型保小中一貫教育」を展開し、小中ギャップの軽減を図り、児童生徒のより

よい成長を促します。 
⑥　子育て世帯や生活困窮世帯の経済的負担の軽減を図るため、学用品や給食費等就学支援の拡

充に努めます。 
 
イ　生涯学習 

①　社会の変化に自主的に対応できる個性豊かな人づくりを図るため、学校教育と生涯学習の連

携を推進します。 
②　生涯学習の総合推進を図るため、生涯学習団体の育成と連携に努めます。 
③  朝日町文化体育センターの活用と充実を図ります。 
④  ふるさと美術館の移転に伴い、不動堂遺跡周辺施設と調和をとりながら、芸術文化の保全及

び発展に努めます。 
⑤　図書館の蔵書の充実や利便性の向上を図ります。 
⑥　家庭・青少年教育を支援する学級・講座・講演会等を開催し、学習機会の充実に努めるとと

もに幼少時より郷土への愛着を育み、感性豊かな心を養うために体験学習や情操教育などの地

域に密着した教育に取り組みます。 
⑦　生涯学習事業を通して、子どもから高齢者までの世代間交流を促進し、人と人のつながりや
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ふれあいから豊かな心を育む環境づくりを進めます。 
⑧　自然に恵まれた朝日町の歴史、文化、観光等、次世代を担う子供たちに、見て、触れてもら

うことで町の魅力を肌で感じてもらい「ふるさと愛」を育む「ふるさと教育事業」に取り組み

ます。 
 
ウ　スポーツ 

① 各種町民スポーツ教室や大会の開催により町民のスポーツ振興と健康増進を図ります。また、 
三世代交流事業など子どもから高齢者まで気軽に参加できるスポーツ活動や介護予防のため

の高齢者スポーツ事業の推進に努めます。また、健常者だけなく障害のある人も、幼児から高

齢者まで町民誰もが参加できるスポーツフェスティバルを開催し、スポーツを通して地域間交

流と健康の増進を図ります。 
②　子どもの運動の機会を確保するとともにスポーツ少年団を育成強化し、子どもの時期から運

動やスポーツに親しみ、積極的に体を動かすことのできる環境づくりを進めます。また、指導

者向けの研修を行うとともに、指導者間の組織化を目指します。各地域におけるスポーツ講習

会などへ指導者を派遣し、各種スポーツ団体が自主的･主体的に活動できるよう組織の育成に

努めます。 
③　文化体育センター「サンリーナ」やまちなか体育館などのスポーツ施設について、町民が利

用しやすいよう施設の修繕を含めた整備・拡充と管理・運営に努めます。また、学校施設の一

部を開放するとともに、地域コミュニティ施設の利用についても支援します。 
④　武道館・屋内グラウンドは安全性の高い武道場・運動場として、また、まちなか体育館は、

地域コミュニティ施設として地域のスポーツ活動の拠点となるようその活用に努めます。 
⑤　町民がいつでも、どこでも、体力やそれぞれのニーズに応じてスポーツに親しむことができ

るよう総合型地域スポーツクラブや単一スポーツクラブおよびサークル活動を支援します。 
⑥　全国大会等への出場を積極的に奨励し、町民、特にジュニアから青年層の競技力向上意欲を

高め、スポーツ振興と優秀選手の育成に努めます。 
⑦　国が主導する部活動地域展開として、体育協会、総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年

団等の地域団体と連携した「朝日町地域コミュニティクラブ（仮称）」による生徒の技術向上

につなげる活動の支援に努めます。 
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（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
【 特に推進すべき施策 】 

 
 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ８ 教育の振興 学校教育関連施

設 
（校舎） 
（スクールバス） 
（その他）

小学校大規模改修事業 町

 スクールバス整備事業 町

 小・中学校教育環境整備事業 町

 集会施設、体育施

設等 
（体育施設） 
（その他）

社会体育施設等整備事業 町

 生涯学習施設等整備事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業

学校等連携推進事業 町

 保小中連携教育事業 町

 コミュニティスクール（地域学校協働本部） 町

 ＩＣＴ教育事業 町

 就学支援事業 町

 地域教育活動事業 町

 働き方改革関連事業 町

 生涯学習支援事業 町

 スポーツ振興事業 町

 競技力向上支援事業 町

 ● 学校教育環境の充実 
● 社会体育施設の整備 
● 保小中連携教育事業の推進 
● ＩＣＴ教育事業の推進 
● 働き方改革関連事業の充実
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第１０．集落の整備 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　住民自治・住民参加 

　地方分権が進む中、地域においては「住民が自らの知恵で自分たちの地域を考え、守り、築い

ていく」という理念のもと、住民自治の向上に向けた積極的な取り組みが大切です。 
　このことから平成 17 年に町内全地区において、町内会をはじめ公民館や社会福祉協議会、防

犯、スポーツなどの各種団体等からなる自治振興会が設立されました。 
　自治振興会では、地域住民の参加と協力により、町内会や各種団体によるスポーツ大会、文化

祭、敬老会などの開催や地域に根付いた芸能文化の継承、災害時の初動活動や防災・防犯意識の

啓発など地域住民に身近な活動が行われています。 
　しかし、こうしたコミュニティ活動には行政の人的・財政的な支援も必要であり、地域と行政

がそれぞれの役割分担の中で協働のまちづくりを行うことが大切です。 
　コミュニティ活動をより一層推進するには、地域住民や各種団体が地域の課題や問題点など共

通認識したうえで、自治振興会を中心とした一体的な活動が重要であり、引き続き行政が地域に

対して支援を行うなど、地域住民の自主的・効率的なコミュニティづくりに向けた施策の展開が

必要です。 
　また、町民、地域、団体、事業者、行政がそれぞれの責任を果たしながら、協働と連携による

まちづくりを推進していくため、より積極的な町民のまちづくりへの参加や協働を促進すること

が重要となってきます。 
 
イ　防犯 

　安全なまちづくりに対する町民のニーズや関心は高まりを見せています。こうした中、各種犯

罪や事故、少年非行防止のため、住民や学校、事業所など地域ぐるみの防犯活動の展開や防犯連

絡所としての活動、防犯灯、防犯カメラなどの整備の充実が図られています。今後、さらに防犯

意識の高揚や防犯組織の強化に努め、安全なまちづくりを目指す必要があります。 
 

ウ　鳥獣被害対策 

　近年、全国的にもクマの異常出没による人身被害が多発し、当町においても多数の目撃や痕跡

情報があり、平成 18 年度には人身被害が発生するなど、その安全対策が急務となっています。 
　サルについては、季節を問わず山沿いの集落で多く出没しているとともに、農産物被害だけで

はなく人家への侵入による被害も発生しています。 
イノシシ・ニホンジカは生息数が増加し、果樹や野菜、水稲などの農作物への被害が大きな問

題となっています。 
　これらの野生鳥獣による被害を防止するために、鳥獣被害対策実施隊による捕獲檻設置のほか、

耐雪型侵入防止柵の整備により一定の効果をあげています。 
　今後は、侵入を防ぐことが困難となっている谷筋や林道、河川等における侵入防止対策と共に

捕獲圧をこれまで以上に高めて取り組むことが必要です。 
　一方、野生鳥獣は豊かな自然環境のバランスを保つためには必要であり、適切な保護管理のも
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と、人との共生をどのように図っていくかが課題となっています。 
 
 
（２）その対策 

 
ア　住民自治・住民参加 

①　行政に各地区自治振興会担当者を配置するほか、自治振興会の運営や事務局員の設置に係る

支援を行います。また、自治振興会や地域コミュニティ活動を担う人材育成にも努めます。 
②　住民の自主的、主体的な活動など地域の一体化を醸成する活動に対して支援を図ります。 
③　地域振興施設などコミュニティ活動の拠点となる施設・広場など、身近な生活環境の整備・

支援に努めます。 
④　コミュニティ活動の拠点としての自治公民館の建設などに助成します。 
⑤　住民が参加しやすい「住民参加型ワークショップ」を開催し、まちづくりに対する意識醸成

を図るとともに、人口減少社会を背景とした当町の課題について、住民と協働で取り組みます。 
⑥　町長自らが地域に出向く「タウンミーティング」を通じ、町政の現状・施策等について情報

提供するとともに、町民の皆さんと積極的な意見交換を行います。 
 

 
イ　防犯 

①　地域住民、学校、ＰＴＡ、事業所などが地域において、声かけ運動やパトロールを行うとと

もに日頃の活動のなかで地域防犯意識の啓発に努めます。また、地域における安全なまちづく

り推進センターとしての活動の充実を図ります。 
②　各町内会に設置されている防犯連絡所の組織強化と活動の活性化を図ります。 
③　防犯灯、防犯カメラなど、町内会等による防犯対策設備の整備に対して支援します。 

 
ウ　鳥獣被害対策 

①　各地区有害鳥獣対策協議会、行政、鳥獣被害対策実施隊との連携を図りながら被害防止に努

めます。 
②　耐雪型侵入防止柵などの被害対策を支援するとともに、各地区有害鳥獣対策協議会と連携し

た維持管理に努めます。 
③　各地区有害鳥獣対策協議会と連携し、鳥獣被害対策実施隊員の掘り起こしに努めます。 
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（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
【 特に推進すべき施策 】 

 
 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ９ 集落の整備 過疎地域持続的

発展特別事業

自治振興会支援事業 町

 朝日町タウンミーティング 町

 住民参加型ワークショップ 町・民間

 安全安心なまちづくり事業 町

 鳥獣被害対策事業 町・民間

 その他 自治公民館等整備事業 町

 地域振興施設整備事業 町

 鳥獣被害対策事業 町・民間

 ● 自治振興会への支援 
● 鳥獣被害対策への支援
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第１１．地域文化の振興等 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　文化 

　人々の価値観が物の豊かさから心の豊かさへと変化しているなか、町民の芸術・文化に対する

ニーズも高度化、多様化しています。このため、多くの町民が文化とふれあい、自己充実が図ら

れるように幅広い文化活動の促進が求められています。 
　当町では、町民の芸術・文化活動への意欲に応えるため、芸術・文化・生涯学習施設として文

化体育センター・ふるさと美術館などにおいて、芸術・文化活動の振興や支援を行い、文化の香

り高いまちづくりを進めています。 
　今後も、これら施設を有効に活用し、芸術鑑賞・講座・講演会など学習機会と情報の提供、芸

術・文化活動に取り組む個人や団体への活動支援を行うとともに、郷土ゆかりの作家の秀逸した

作品を広く町民に公開し、町民相互の芸術・文化活動の交流を深める必要があります。 
　また、当町には、歴史や人々の生活を物語る遺跡や民俗資料などの貴重な文化財が多くあり、

これら文化財の保護・活用を図り、地域の文化、歴史に触れることができるよう埋蔵文化財保存

活用施設の活用が求められています。 
 
 
（２）その対策 
 
ア　文化 

① 　町で発掘された遺物や昔使われていた民具など資料を活用して郷土の歴史や文化を学べる

環境づくりや不動堂遺跡、ふるさと美術館周辺を文化ゾーンとして、文化財の保存と活用に

努めます。 
②　文化財の調査・研究をするとともに、文化財の保護に努めます。 
③　郷土芸能及び伝統工芸を次代の若者に継承するとともに、新しい文化の創造と発信を目指し

ます。また、古くより伝わる伝統工芸も町の歴史、かけがえのない「文化」として捉え、次世

代に伝えてまいります。 
④　当町の誇れる自然、伝統文化・芸術、地域の祭などの継承と効果的な発信、町全体のネット

ワークの構築に努め、文化芸術を活性化していきます。 
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（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
【 特に推進すべき施策 】 

 
 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 10 地域文化の

振興等

地域文化振興施

設等

文化財保存活用施設整備事業 町

 地域伝統文化活性化事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業

伝統的産業支援事業 町

 ● 文化財保存活用施設の整備 
● 伝統的産業、郷土芸能への支援
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第１２．再生可能エネルギーの利用の推進 

 
（１）現況と問題点 

 
ア　再生可能エネルギー 

　　国民生活や社会経済活動の根幹を支える石油・石炭・液化天然ガス（ＬＮＧ）といった資源・

エネルギーの大部分を海外からの輸入に頼っている我が国では、国内のエネルギー自給率が約１

割（2018 年）程度と低位に留まっています。こうした現状と地球温暖化対策を柱とする脱炭素と

いう世界的な潮流を背景に、太陽光や風力、水力、バイオマスなどの持続的利用が可能で、環境

負荷の少ない再生可能エネルギーへの関心が高まっています。 

　　このような状況を踏まえ、地勢的に恵まれた海、山、川、野を有する当町の自然環境が、再生

可能エネルギーの活用において、どのようなポテンシャルを有しているのか、立地、気象、経済

性や景観などといった視点による総合的な調査・研究を進めることで、開発可能性を探っていく

必要があります。 

　　国が目指す温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「2050 年カーボンニュートラル」の実現に

は、エネルギーに対する社会的な関心と理解を深めていくと同時に、再生可能エネルギーの導入

促進と利用拡大は喫緊の課題であり、官民の連携による地域資源を活かした循環型のまちづくり

に取り組むことが求められます。 

　　多様なエネルギーインフラによる電力の安定供給と確保により、災害時等の有事に強いまちづ

くりを目指します。 

　　 

 

（２）その対策 

 
ア　再生可能エネルギー 

①　二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減を目指し、ＬＥＤ照明や蓄電池等の省エネルギー

設備や太陽光・風力・小水力等の再生可能エネルギーの活用を推進し、地球温暖化対策の推進

に努めます。 
　②　町民、民間事業者に対して、再生可能エネルギーに関する情報提供や普及啓発を行うなど、

再生可能エネルギーの導入に向けた調査・研究を推進します。 
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（３）計画 

 
事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 

 
【 特に推進すべき施策 】 

 
 
（４）公共施設等総合管理計画との整合 

　朝日町公共施設等総合管理計画に基づき、整合性を図りながら必要な事業を実施します。 
 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 11　再生可能

エネルギーの

利用の促進

再生可能エネル

ギー利用施設
再生可能エネルギー導入促進事業 町

 過疎地域持続的

発展特別事業
再生可能エネルギー導入促進事業 町

 ● 再生可能エネルギーの利用拡大及び導入促進
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事業計画（令和８年度～令和 12 年度） 過疎地域持続的発展特別事業分（ソフト事業分の再掲） 
 

 

 
持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 １ 移住・定住 
・地域間交流

の促進、人材育

成

過疎地域持続的

発展特別事業

住宅取得促進補助事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 賃貸住宅家賃補助事業 町

 民間賃貸住宅建設補助事業 町

 快適住まいリフォーム助成事業 町

 空き家・空き地対策事業 町

 移住交流体験施設管理運営事業 町

 交流事業 町

 ２ 産業の振興 過疎地域持続的

発展特別事業

担い手育成事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 ６次産業化・農商工連携推進事業 町

 経営体育成支援事業 町

 地域振興作物栽培事業 町

 耕作放棄地対策事業 町

 地産地消推進事業 町

 農林水産物・特産品等発信事業 町

 林業振興事業 町

 水産業振興事業 町

 企業立地奨励事業 町

 商業活性化事業 町

 観光活性化事業 町

 中山間地域等直接支払制度（交付金） 町

 多面的機能支払制度（交付金） 町

 ３ 地域におけ

る情報化

過疎地域持続的

発展特別事業

情報通信技術活用事業 町・民間 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 ４ 交通施設の

整備、交通手段

の確保

過疎地域持続的

発展特別事業

都市計画道路事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 生活道路整備事業 町

 公共交通支援事業 町

 並行在来線対策事業 町

 ５ 生活環境の

整備

過疎地域持続的

発展特別事業

当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。
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持続的発展 
施策区分

事業名 
（施設名）

事業内容 事業主体 備考

 ６ 子育て環境

の確保及び高

齢 者 等 の 保

健・福祉の向上

の推進

過疎地域持続的

発展特別事業

要援護高齢者対策事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 敬老・生きがい対策事業 町

 障害者福祉事業 町

 健康づくり事業 町

 病児・病後児保育事業 町

 児童健全育成事業 町

 医療費助成事業 町

 子育て支援事業 町

 心身障害児童等福祉金 町

 ７ 医療の確保 過疎地域持続的

発展特別事業

医師・看護師・薬剤師修学資金貸与事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 医療・福祉従事者住宅借上事業 町

 専門技能向上支援事業 町

 寄附講座開設事業 町

 ８ 教育の振興 過疎地域持続的

発展特別事業

学校等連携推進事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 保小中連携教育事業 町

 コミュニティスクール（地域学校協働本部） 町

 ＩＣＴ教育事業 町

 就学支援事業 町

 地域教育活動事業 町

 働き方改革関連事業 町

 生涯学習支援事業 町

 スポーツ振興事業 町

 競技力向上支援事業 町

 ９ 集落の整備 過疎地域持続的

発展特別事業

自治振興会支援事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 朝日町タウンミーティング 町

 町民参加型ワークショップ 町・民間

 安全安心なまちづくり事業 町

 有害鳥獣対策事業 町・民間

 １０地域文化

の振興等

過疎地域持続的

発展特別事業

伝統的産業支援事業 町 当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。

 １１再生可能

エネルギーの

利用の推進

過疎地域持続的

発展特別事業

再生可能エネルギー導入促進事業 町
当該事業

の効果は

将来に及

ぶもので

ある。


